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案 件 

 

件 名 審 査 結 果 

１ 
４陳情第１８号 

多摩市老人福祉センター施設利用に関する陳情 
不採択すべきもの 

２ 

５政策提案第２号 

「ニュータウン対応型高齢化サポート拠点」に関する市民政策提

案・提言 

不採択すべきもの 

３ 
第１８号議案 

多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 
原案可決すべきもの 

４ 特定事件継続調査の申し出について 承認 

 

協 議 会 

件 名 担 当 課 名 

１ 第４次多摩市食育推進計画策定と食育アンケートについて 健康推進課 

２ 健康推進課における新型コロナウイルス感染症対応等について 健康推進課 

３ 産後ケア事業について 健康推進課 

４ 出産・子育て応援事業について 健康推進課 

５ 新型コロナワクチン接種について 健康推進課 

追加 学校法人日本医科大学多摩永山病院の建替えについて 
行政管理課 

健康推進課 

６ 

国民健康保険及び後期高齢者医療保険における新型コロナウイル

ス感染症の影響による傷病手当金の支給及び国民健康保険税・後

期高齢者医療保険料の減免状況について 

保険年金課 

７ 令和５年度国民健康保険の保険税率について 保険年金課 

８ 多摩市健幸プロジェクトについて 保険年金課 

９ 次期多摩市地域福祉計画の策定について 福祉総務課 

10 令和４年多摩市自殺者数（暫定値）について 福祉総務課 

11 
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」及び「住民税

非課税世帯等に対する臨時特別給付金」について 
福祉総務課 

12 
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」他の進捗状

況について 
福祉総務課 

13 多摩市障がい者基本計画等の策定スケジュール等について 障害福祉課 

14 
令和５年度 多摩市における障がい者就労施設等からの物品等の調

達の推進を図るための方針 
障害福祉課 



15 （仮称）多摩市手話言語条例の策定について 障害福祉課 

16 ボッチャ２０２３ＴＡＭＡカップ開催について 
スポーツ振興課 

障害福祉課 

教育振興課 

17 ２年間のテーマへの取り組みについて  
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午前１０時０１分 開会 

きりき委員長  ただいまの出席委員は７名である。定足数に達しているので、これより

健康福祉常任委員会を開会する。 

 本日配付された協議会の資料は行政資料室に所蔵している。 

 それでは、これより審査に入る。本日の審査は、お手元に配付した審査

案件の順序に沿って進めさせていただく。 

 日程第１、４陳情第１８号 多摩市老人福祉センター施設利用に関する

陳情を議題とする。 

 なお、本件について陳情者から資料の提出があった。机上に配付してい

るのでご確認願う。 

 本件については、陳情者から発言の申し出がある。多摩市議会基本条例

第６条第３項の規定により、これを許可することにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  ご異議なしと認める。よって発言を許可することに決した。 

 発言される方に申し上げる。議会で定める要領により、発言は５分以内

となっている。なお、１分前になったらその旨をお知らせするので、時間

内で発言をお願いする。また、本日の発言は要点記録に記載される。簡潔

明瞭に、陳情書に沿って発言してほしい。 

 それでは、氏名を言われてからご発言願う。 

陳情者（岡部文絵氏） 私は、福祉センターで陶芸活動をしている福陶会会長岡部文絵と

申す。 

 私たちの陳情は、皆さんの中にお渡しした３つの資料がお手元にあると

思うが、一つが、今回お願いすることをまとめたお願いの文と私たちの提

案である。もう１枚目が、市長へのお願いということで、同じようなこと

をお願いしたが却下されたので添えておいた。最後のものが、福祉センタ

ーで利用している人たちがいかに人数が多いかを示す同好会のメンバーの

リストであるが、千何百人が利用している。その人たちが困っていること

を今回ここで陳情させてもらい、皆さんが、私たち多摩市民、特に高齢者

が福祉施設を使いよくしていただきたいと思っている。 

 では、具体的な説明をさせていただく。１番として、現在私たちの窯が
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壊れているので直してほしい、または買い換えてほしいということをお願

いしていて、それに対する対応が遅く、いつ直るのかも教えてもらってい

ない状況であるので、出入りの業者に頼らずに良い業者に修理していただ

くようにするか、または耐用年数が過ぎているので窯を買い換えていただ

けたらよいと思っている。 

 次に、老人福祉センターをウェブで申し込むことになり、２０２４年４

月からは完全にそれがされる。今は第１週目と第３週目は施設の管理者で

取っていただいているので、１年前に申請すればそれで確約が取れている

ので使えるが、今度からは全部自分たちでウェブで申し込まなければいけ

ないので取れなくなる、つまり活動ができなくなるので、そこの仕組みを

老人福祉センターに限っては考え直していただきたいということが２番。 

 ３番が、鍵のことである。そこの部屋の鍵を使うのが、また申請書を上

げてそれを取りに行ってということで、皆さんは後ろ向きでよくわからな

いと思うが、この同じようなピンクの紙があり、これが申請書であるが、

基本活動日、追加活動日等いろいろあり、６階の人はこのようなやつだ等、

ほぼわからないようなことが書いてあったものを、今日は何曜日だったか

らこれ持っていかなければと言ってわさわさしながら１階の守衛室に行く

と、これではないと言われてまた上に行くような、そういう難しい申請の

仕方を現在やっていて、今までは全部鍵は施設管理者が開け閉めしてくれ

ていたので、その分活動の時間が減るということはなかったが、そのよう

なことは年寄りであるからわかりにくく、わさわさしているうちに３０分

ぐらい時間が終わってしまって、机を出したりということでまた時間がか

かることもあるので、以前のように老人福祉センターに限っては、私たち

高齢者の同好会の活動においてだけは、鍵を管理者が今までのように開け

閉めしてほしいというのが３番。 

 ４番は、６階の誰でも使える部屋をウェブで予約して使っているが、そ

れは私たちは人数が多いのでそうしているが、そうすると今でもウェブで

取れなくなっているのが取れなくなるので、下の陶芸室に限って、まだあ

いている曜日の水曜日があるのでそれを使わせてほしいと言ったが、何か

の催しで使うかもしれないからと断られた。したがって、そこはそういう
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ことだったら諦めもつくが、とにかく私たちが使いやすいようにするよう

に、たくさんの人が使っているこの老人福祉センターの管理の仕方を皆さ

んでお考えいただきたいと思って陳情に参った。どうかよろしくお願いす

る。 

きりき委員長  以上で市民発言を終わる。 

 本陳情内容について、現在の市の状況や考え方など市側から説明等あっ

たらお願いする。 

五味田高齢支援課長 令和４年１２月１９日に提出された多摩市への陳情書についてご説

明させていただく。フォルダーに資料を掲載しているので、そちらをご覧

願う。 

 今回の陳情内容の趣旨であるが、１つは、陶芸室を火曜・木曜・土曜日

に加え水曜日も使う許可を出してほしい、２つ目、同好会の申請があれば

指定管理者が活動場所を確保する、３つ目、鍵はこれまでどおり指定管理

者が管理するというものかと思う。 

 ３番、老人福祉センターにおける同好会は、総合福祉センターは同好会

のほかに高齢者の一般団体、一般団体、障がい者団体も利用しているので、

ここで同好会がどういうものかをご紹介する。①６０歳以上の市民で老人

福祉センターの講座事業である寿大学を卒業した方が過半数を占める１０

人以上の団体である。２つ目、同好会の活動の回数は、基本的には週１回、

原則として隔週で月２回を上限としている。現在は指定管理者が場所を確

保している。ただし、希望があれば追加活動日として一月に上限２回まで

は利用することができる。合計４回の活動ができることになる。 

 陶芸室の追加活動日は、申請があれば指定管理者が場所を確保している。

創作室の追加活動日は団体自身が予約している。３つ目、活動場所は総合

福祉センターのみとなっている。４番、今回陳情書を提出された同好会の

活動状況であるが、（１）この同好会は令和４年１１月現在会員が４６名

で、８班に分かれて活動している。火曜日の２階の陶芸室では６人が活動、

木曜日の２階の陶芸室では１０人が活動、木曜日の６階の創作室では２０

人が活動、土曜日の２階の陶芸室では１０人が活動している。（２）現在

第１・第３週目の火曜・木曜・土曜日で活動していて、このほかに追加で
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第２、第４週の火曜・木曜・土曜日に活動しているということで、結果毎

週３回活動日を設けていて、１人の方は週１回活動していることになる。

下に表が載っており、黒丸のところは通常の活動日、白丸のところは追加

活動日として活動している。 

 次のページに行って、その他として、（１）令和６年４月以降全ての利

用分、通常活動日及び、追加活動日については、団体自身が利用者端末で

予約していただくように変更予定である。現在も創作室については団体自

身が予約している。（２）令和４年１０月より部屋の鍵は１階の防災セン

ターで受け取り、使用する鍵の開け閉め、防災センターへ鍵を返却するの

を団体自身が行うことに統一した。６、市としては、①現状以上の活動日

を設定するとほかの老人福祉センターの事業の実施が難しくなるため、現

状の活動日でお願いしたいと考えている。２つ目、一般団体は２か月前で

あるが、高齢者団体としては３か月前から予約ができることや、公共施設

予約システムはスマホやパソコンでの予約のほか、総合福祉センターの窓

口でも電話でも予約ができるので、ほかの団体との公平性を考え、令和６

年４月以降、団体自身で予約していただきたいと考えている。３番、これ

まで部屋の鍵の管理は、通常の活動日は３階に、追加の活動日は１階に取

りに行くことになっていた。これがわかりにくかったので、わかりやすく

統一するために１階の防災センターへ鍵を取りに行くことにしたので、ご

理解いただきたいと考えている。 

きりき委員長  これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

小林委員    それでは、陳情の中身としては３つの要望事項があるので、それぞれに

沿って、今の説明も踏まえて伺いたいと思う。まず①の要望であるが、毎

週火・木・土曜日のほかに水曜日も空いているのだから使わせてほしいと

いうことであるが、今説明あったように同好会のルールとして原則週１回

で月２回が上限となっており、この陳情団体は福陶会という名前であるが、

この場合は基本活動日が第１週と第３週の火・木・土曜日、そのほかに希

望があればという枠内で、追加活動日ということで第２・第４週の火・木・

土曜日を使っている。会員が今２０２２年１１月現在で４６人、先ほどい
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ただいた資料で４８人となっていたが、これが８班に分かれており、そう

すると今の活動で言えば、会員お一人おひとりにすると週１回は活動でき

ている。そういう意味では同好会として決められたルールに今の活動状況、

活動回数が合致していると考えてよろしいか。 

五味田高齢支援課長 同好会のルールとして、基本的には週１回の活動で月２回までを上

限としているので、この条件を満たしていると思っている。 

小林委員    そのほかに水曜日が空いているのだから使用してもよいのではないかと

いうことであるが、そもそも毎週の水曜日は現在空いているのか。 

五味田高齢支援課長 月によっては空いている水曜日があるが、この総合福祉センターで

行われている老人福祉センター事業の中の寿大学で陶芸窯を使う講座をす

ることがあるので、その日程を組むのに空いているところがないとその講

座も組めないということで、そこは今空けている。 

小林委員    では、空いているときもあるが、いつも毎週空いているということでは

ないのと、それから今言われたように寿大学等で陶芸教室をやる場合があ

るので、そのためには空いている曜日がないとそもそもその活動ができな

いということで確認してよろしいか。 

五味田高齢支援課長 寿大学は毎年講座はこういう講座でやるとお知らせして募集して新

たな方に参加していただくものであるので、そこの曜日は講座の先生の都

合もあり、空いている曜日もないと講座が組めないので、全て埋まってい

るわけではなく、空いている曜日を設けている。 

小林委員    そうすると、今この福陶会で要望されているように毎週水曜日に恒常的

に陶芸室を使うことになると、寿大学も含めてほかの団体が使えなくなる

と、そういう活動の幅を狭めることに結果的にはなるということで確認し

たいと思う。 

 それから②の要望であるが、要望として従来どおり指定管理者が場所を

確保してほしいということであるが、この背景にはネット予約が不得手だ

ということがあると思うが、不利にならないような手だてとして、先ほど

高齢者団体については一般の高齢者団体も含めて３か月前に取れるように

していると言われたが、そのほかに何か不利にならないような手だては取

られているのか。 
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五味田高齢支援課長 高齢者団体は３か月前から予約ができるということで、一般団体よ

りは１か月早く予約ができる。スマホやパソコンなどのほかに電話や窓口

でも予約ができることになっている。端末の操作も指定管理者が教えるな

どの工夫はしていきたいと考えている。それから、端末の操作を教えるよ

うな講座なども検討しているということである。 

小林委員    ネットで予約をするというのは、それ自体は非常に便利なことで、しか

も実施が来年４月であるからまだ１年間の余裕があるということで、３か

月前から優先して取れる、電話や窓口でも取れるということを考えれば、

一定の不利益にならないような対応はできているのではないかと思うので

確認する。 

 それから、③の要望であるが、この文面によると鍵はこれまでどおり指

定管理者が管理してほしいということであるが、今のご説明では、今まで

基本活動日には３階に鍵を取りに行き、追加活動日には１階の防災センタ

ーに取りに行くということで別々になっており、それが非常に混乱を生ん

できたので今後は基本活動日も追加活動日も一緒に１階の防災センターで

鍵を受け取ることに統一をするのだと言われていたので、陳情の③のご要

望とは少し食い違いがあると思うが、その点についてご説明願う。 

五味田高齢支援課長 鍵の貸し借りについては、令和４年７月から各団体には周知を行い、

既に１０月から実施しているところである。わかりにくかったので統一し

たことになる。 

小林委員    市側の説明では１階の防災センターに統一したということだったが、こ

の陳情では、従来どおり指定管理者に預かってもらいたい、団体に任され

ても困るというような内容になっているが、それが少し違うのではないか

と思った。だから、誤解があるのではないかと思うので、その辺について

説明をお願いする。 

きりき委員長  この際暫時休憩する。 

                  午前１０時２１分 休憩 

                ──────────────― 

                  午前１０時２３分 再開 

きりき委員長  休憩前に引き続き会議を再開する。 
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松崎福祉総務課長 まず鍵の開け閉めのことである。陶芸室、音楽活動室など一般に貸し

出ししていない施設に関しては、陳情者が述べたとおり、これまで老人福

祉センター事業の専用室を利用する同好会に関しては通常活動日、追加活

動日の区別なく３階で指定管理者が鍵の受け渡しを行いつつ、本来貸し出

しをしていて開け閉めも指定管理者が行っていたような状況があった。今

回令和６年４月からの同好会の制度の見直しと合わせて他の高齢者一般団

体、一般団体の利用のかぎの受け渡し全体を統一するということで、今年

度７月から周知を行い、実際に１０月からルールを見直している。当時鍵

の変更がわからないというようなお話もあったので、改めて１１月からは

館内にポスターを掲示して、これまでと鍵の受け渡しが異なっているとい

うことで周知はさせていただいている。 

小林委員    一般的には、公共施設の部屋を使用する場合、使用許可書を持って管理

者のところに行き、その許可証と引き換えに鍵を受け取ってご自分で開け

て、終わったらまた返却することになっているので、そういう普通のルー

ルになったと、しかも場所は１階の防災センターで統一するということで、

それほどわかりにくいことではないのではないかと思う。そのことを確認

しておく。 

あらたに委員  １点だけ。陳情内容に沿った内容ではないが、今回陳情者から窯が老朽

化で壊れていて動かないというお話が出ているが、この辺を所管としては

認識しているのか、今後どうしていくのかということだけ確認させてほし

い。 

松崎福祉総務課長 陶芸室の窯の故障についてである。こちらは総合福祉センターが管理

しているので、福祉総務課からお答えさせていただく。 

 陶芸室の窯の故障については、指定管理者から私ども市に報告があり、

承知しているところである。また、故障の対応に関しては、業者に確認を

させていただいて、今修理の手続を進めているところである。 

山崎委員    寿大学で今も陶芸の講座が行われているということだと、今後その卒業

生がどんどんふえて、この同好会に入りたいという人もどんどんふえて、

この同好会の人数がどんどんふえる可能性もあると思うが、その場合また

さらに教室が使いづらいようなことになってくるのではないかと思うが、
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その辺あたりは何かお考えか。 

五味田高齢支援課長 陶芸の寿大学の講座をやっているので、議員が言われるように、こ

れから入りたいという方もふえてくることが考えられる。そのため、今後

は同好会３年間を支援期間とし、それ以降は高齢者一般団体に枠組みを変

更したいと今検討している。そうなると、総合福祉センターだけの活動場

所ではなく、市内のほかの活動場所でもできるので、団体がふえたときに

も対応できるかと考えている。 

山崎委員    そうすると、陶芸の教室ができる場所が市内にほかにもあるので、そち

らに誘導するということでよろしいか。 

五味田高齢支援課長 総合福祉センター以外で陶芸窯が使える施設については、例えば永

山公民館、市民活動・交流センター、それから学校開放の施設の一部でも

あるかと思う。 

しらた委員   この行政側の資料であるが、４番の今回の陳情者である同好会の活動状

況で会員が４６人でも４８人でもよいが、火曜日が６人、木曜日が６階で

２０人、土曜日が２階で１０人、６階は非常に広いところで２０人が使え

る。６階には窯があって作業がしやすい・しにくい等、何かいろいろある

のか。 

五味田高齢支援課長 ６階の創作室には窯はなく、陶芸室に入れる人数が限られているの

で、作業をする場所として創作室を別に確保していることになる。 

しらた委員   では、窯がついている陶芸室は土曜日の場合だと２階で１０人というが、

これ１０人以上は入れないということか。 

五味田高齢支援課長 ２階の陶芸室の定員は１０名になっており、６階の創作室の定員は

２４名になっているので、今の状態では大丈夫である。 

しらた委員   ２階は１０人以上入れないということで、そうすると火曜日の６人とい

うところだけはもう４人入れることになればもう少しこう、１人頭の時間

が少し使えるのか、もう少しきれいな割り振りができないのかと考えたり

であるが、そういうのは、福陶会の人たちが勝手に決めるということでよ

いのか。 

五味田高齢支援課長 今４６名の方が８班に分かれている状況で、組み合せで活動してい

るが、少ない班では４人、多い班では８人となっており、班の編成を工夫
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すると現在の活動日で活動できるのではないかと考えられる。 

しらた委員   その４人とか８人というのは、４人や８人ではなく１０人単位にできな

いのか。 

五味田高齢支援課長 同好会のメンバーの方が班編成をしているので、こちらではこっち

を何人にしてこっちは何人にしてというような誘導はしていない。 

しらた委員   誘導するということではなく、仲よく使って、もう少し効率よく使えな

いかという提案である。別に誘導しろということではなく、行政としてそ

ういう提案はどうかということである。 

五味田高齢支援課長 班編成を少し調整をして使えるようにというような提案は市から少

し話してみたいと思う。 

板橋委員    この陳情書の陳情内容のところで書かれているが、老人福祉センター同

好会は特別で、申請すれば指定管理者で場所を確保とあるが、このとおり

なのか。 

五味田高齢支援課長 これまで同好会は、寿大学を卒業した団体であるので総合福祉セン

ターを会場に活動するという団体ということで、指定管理者が取ってきた。 

板橋委員    ということは、このとおりである。先ほど山崎委員も言ったが、これか

ら先も寿大学を卒業した人たちが入ってくる可能性はあり、どんどん膨れ

上がっていった場合、こういった特別扱いという形で申請すれば指定管理

者が場所を確保すると決まっていたとしたら今後のことが心配になると思

うが、このことについて市は何か検討することがあるのだろうか。 

五味田高齢支援課長 令和６年４月から同好会のルールを変更し、これまで同好会で活動

してきて３年以上たった同好会については高齢者一般団体に変更する予定

でいる。高齢者一般団体だとほかの場所でも活動ができるので、そこが少

し解消できるのではないかと考えている。 

板橋委員    しかし、同好会は残るのだろう。同好会が申請すれば指定管理者が場所

を確保するということも残るのか。 

五味田高齢支援課長 ３年以内の同好会については指定管理者が場所を確保していくとい

うことで考えている。 

板橋委員    そうするならば、特別に希望があればということで枠を拡大した上で、

それでも足らないと陳情者が言っておられるわけであるが、ルールに合っ
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た活動以上に場所が欲しいと言っておられることについてはどのように考

えておられるか。 

五味田高齢支援課長 多くの同好会の方たちが活動しているので、そこはやはりルールに

沿って活動していただきたいと考えている。基本的には週１回、月２回ま

でが上限、希望があれば追加活動日も活動するということで線引きをした

いと考えている。 

板橋委員    この同好会以外にも一般の方でたくさんの利用者がおられるし、まさに

公共施設であるので、特別扱いにも少し問題があるという思いがする。そ

の中でも希望があればという形で枠を広げたにもかかわらずさらにという

ことで、また今後もさらにふえそうな状況でこの問題を考えたとき、やは

りどこかでしっかりとけじめをつける必要があるのではないかと思うが、

これまでどおりに進めていこうと考えておられるのか、それを最後にお聞

きする。 

小野澤健康福祉部長 同好会の関係や老人福祉センター事業での施設の使い方については、

今ご質問いただいているとおり、これからどんどん多くの高齢者の方々の

団体がふえていくことも想定されている。そうした中で、これまでもそう

であったが、寿大学があり、その卒業された方が同好会という形で活動し

利用できる施設のかなりの割合をその方々で使っているという状況があり、

そうしたことに対してほかの高齢者の団体からもう少し広く使えるように

できないのかという話も出てきているところである。そうした状況も踏ま

えた上で、我々としては、公平性の確保というところで一定の見直しをし

ながら、一方で高齢者の方々の配慮もしながら、使いやすい施設にするよ

うな工夫もしながら、今後この施設の運営に努めていきたいと考えている。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

小林委員    小林憲一である。４陳情第１８号 多摩市老人福祉センター施設利用に

関する陳情について意見を述べる。 

 まず要望事項の①であるが、もともと同好会の活動回数のルールとして
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は、基本週１回、上限が月２回と決められている。この陳情団体の場合は、

２０２２年１１月現在で会員が４６人、８班体制で、第１週、第３週の火・

木・土曜日の基本活動日と、第２週、第４週の火・木・土曜日の追加活動

日で活動しており、結果としてお一人おひとりについては週１回の活動が

保障されていることがわかった。また、空いていることがある水曜日につ

いても、寿大学などの活動を保障するために空けておく必要があることも

わかった。 

 次に、要望の②であるが、ネット予約が不利益な団体のため、一般団体

が２か月前予約であるのに対して、この同好会等も含めて高齢者団体につ

いては３か月前予約が可能になっており、電話でも窓口でも予約できるこ

とがわかった。また、実施は再来年度、つまり来年４月からであるので、

ネット予約になれる時間もあると考える。 

 最後の要望事項の③であるが、第１週、第３週の活動日の鍵の所在場所

と第２週、第４週の鍵の所在場所が違っていてこれが一つのトラブルのも

とになっていたものを１階の防災センターに統一するということで、これ

はトラブルを防ぐ有効な方法だと思う。 

 以上の理由で、本陳情については不採択すべきものという意見とする。 

 なお、陳情者の皆さんと指定管理者、それから市との間で十分に意思疎

通ができていないことが見受けられるので、このことを踏まえての対応を

指定管理者にも、市にも、また陳情団体にも求めたいと思う。 

きりき委員長  ほかに意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  意見・討論なしと認める。これをもって討論を終了する。 

 ただいまご意見を伺ったところ、不採択すべきものという意見が１名で

ある。よって、これより４陳情第１８号 多摩市老人福祉センター施設利

用に関する陳情を挙手により採決する。本件は採択すべきものとすること

に賛成の諸君の挙手を求める。 

（賛成者挙手） 

きりき委員長  挙手なしである。よって本件は不採択すべきものと決した。 

 日程第２、５政策提案第２号 「ニュータウン対応型高齢化サポート拠
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点」に関する市民政策提案・提言を議題とする。 

 なお本件について施策提案者から資料の提出があった。委員の皆様には

事前に配付しているのでご確認願う。 

 本件については、政策提案者から発言の申し出がある。多摩市議会基本

条例第６条第３項の規定により、これを許可することにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  ご異議なしと認める。よって発言を許可することに決した。 

 発言される方に申し上げる。議会で定める要領により、発言は５分以内

となっている。なお、１分前になったらその旨お知らせするので、時間内

で発言をお願いする。また、本日の発言は要点記録に記載される。簡潔明

瞭に、政策提案書に沿って発言してほしい。 

 それでは、氏名を言われてからご発言願う。 

政策提案者（市川周氏） 多摩ニュータウン終の住処プロジェクト推進会議代表の市川周

である。本日は、市民政策提案の機会を設けていただき、ありがとう。 

 さて、諏訪・永山・貝取・豊ヶ丘・落合、ニュータウン５地区在住６万

人市民のうち１万人が現在７５歳以上であるが、１０年後には諏訪から落

合まで車で十分ほどのこの地域に健康寿命８５歳を超える高齢多摩市民１

万人が密集することになる。この地区はニュータウン発展期に新住宅市街

地開発法に基づき造成された住宅専用ゾーンであり、介護看護関連施設は

市内他地域に比較して驚くほど少なく、まさに介護砂漠のごとき状況を呈

している。 

 一方、６５歳以上の多摩市高齢者の７割が月間個人所得で２５万円に満

たない中、有料老人ホームは高根の花であり、多くの多摩市民は老後を団

地の自宅で送らざるを得ない。団地域内での在宅老後生活を可能にする条

件は２つである。一つは、団地域内に十分な通所型及び訪問型の介護看護

サービス施設が存在することである。もう一つは、居住団地での在宅老後

生活がぎりぎり限界に達したとき入居できるエレベーターつきのバリアフ

リーでミニマムの介護サポートを得られる安価な賃貸型団地マンション、

いわゆるサービス付き高齢者向け住宅のサ高住に入居できることである。

この２つのサポート機能を大規模かつ急激な超高齢化に直面する諏訪・永
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山・貝取・豊ヶ丘・落合５地区で実現するためには、小規模に分散されて

いる５地区の外の介護看護施設では対応し切れない。 

 すなわち、ニュータウン内の中心部に周辺団地住民が通ってこられる一

大サービスセンターを造成し、それと同時に訪問介護看護スタッフの一大

派遣センターをつくり、効率的な巡回活動を展開することが求められる。

この一大介護看護センター・総合センターを５地区内に残された、バスタ

ーミナルにも隣接する広大な市民財産である旧豊ヶ丘中学校跡地に造成し

たらどうだろうか。施設設計は、サービス付き高齢者向け住宅の１階ない

し隣接部に通所訪問介護対応の事業所を併設する、いわゆるコミュニティ

対応型サ高住が妥当と考える。この方式は、多摩市内であいセーフティネ

ットを展開する河北医療財団が市内中沢地区や稲城市平尾地区で実施し、

成功を収めている。また、市民財産の土地をコミュニティ対応型サ高住に

転用させた成功事例としては、学研ココファンが５０年間の定期借地によ

り実現した川崎市高津区の市営住宅跡地事業がある。 

 なお、旧豊ヶ丘中学校跡地に出現する一大介護看護総合センターのキャ

パシティーは、通所訪問施設を併設したコミュニティ対応型サ高住を２～

３棟建設することで通所訪問利用者が月間で３,０００～５,０００名、サ

高住入居者が３００名程度可能と想定される。 

 以上、政策提案の骨子を説明した。議員の皆様の真剣な審議を期待して

いる。 

きりき委員長  以上で市民発言を終わる。 

 本政策提案の内容について、現在の市の状況や考え方など市側から説明

等あればお願いする。 

五味田高齢支援課長 フォルダーに説明資料がついているのでご覧願う。令和５年２月２

２日に提出された「ニュータウン対応型高齢化サポート拠点」に関する市

民政策提案・提言に対する市の説明についてである。 

 多摩市では、第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画により高齢

者福祉や介護保険サービスの見込み量及び負担水準等の施策の方向性を定

め、実施している。計画の中で、高齢者の住まいの確保というところで高

齢者に配慮した多様な住宅の確保、様々な制度について情報の共有・周知
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を図り、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう配慮した住宅政策を実施

する。住まいの確保の支援ということで高齢者がそれぞれのニーズに合っ

た住まいで暮らせるようサービス付き高齢者向け住宅など、多様な高齢者

の住まいについて国や東京都の計画、施策の動向等に留意し検討を進める。

また、事業者によるサービス付き高齢者向け住宅の整備においては、東京

都サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金の活用に際し、同補助金に

係る基準を満たすように促している。 

 ２ページ目に行く。その他の高齢者住宅に関する計画であるが、１つ目

は、住宅マスタープランということで、高齢者向け住宅の状況については、

平成２７年８月時点で高齢者人口当たりの高齢者向け住宅の割合は、多摩

市は４.７３％となっている。策定当初から国の住生活基本計画に掲げる

３～５％の目標値は達成している。最新の調べで、令和５年１月時点で４.

３５％となっている。基本住宅施策の中でサービス付き高齢者向け住宅の

設置基準を検討している。事業者が都の補助金を活用できるようにするた

め、平成２７年５月に設置基準を策定している。なお、住む人の住環境に

資する居住部分の床面積の項目等は都の最低要件よりも高く設定している

ことから、都の補助金の活用の有無を問わず市の設置基準として運用し、

誘導している。 

 ２つ目であるが、愛宕・貝取・豊ヶ丘地区等まちづくり計画であるが、

これは令和５年１月に策定されて２０４０年に向けて、愛宕・貝取・豊ヶ

丘地区等のまちづくりの方向性を示した計画となっている。 

 ３ページ目に行く。３ページ目は、東京都の高齢者の居住安定確保プラ

ンより抜粋した資料になるが、サービス付き高齢者向け住宅とはどういう

ものかということで資料をつけている。高齢者の居住の安定確保に関する

法律に基づく都道府県知事等の登録を受けた一定の基準を満たしている住

宅になる。入居の対象となるのは、６０歳以上の単身または夫婦世帯の方

や、要介護・要支援の認定を受けている方等で、安心して居住できるよう

にバリアフリー化され、緊急時対応サービスや安否確認サービス、生活相

談サービスの利用が可能になっている。 

 次のページに行くと、東京都のサービス付き高齢者向け住宅の東京都独
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自の登録基準が載っている。１つ目が生活支援サービスの質の確保、２つ

目が入居者の安心・安全の確保、３つ目が生活支援サービス提供者の資格

を緩和、４つ目が既存ストックの有効活用となっている。 

 次のページに行って、今回政策提言の趣旨としては、旧豊ヶ丘中学校の

跡地に通所・訪問サービス両面対応の介護看護施設を併設したサービス付

き高齢者向け住宅を建設してほしいということかと思うが、市の考え方・

方針としては、まず高齢者住宅に対する市の立場として、サービス付き高

齢者向け住宅などは民間事業者が整備するもので、相談を受けた際には各

整備要綱や補助金に係る基準を満たすように案内している。 

 ニュータウン再生から見る学校跡地活用の考え方については、学校跡地

活用方針の改定に当たって、各学校跡地の活用を考える上で市民ワークシ

ョップで意見を伺い、その後多摩市公共施設の見直しと行動プログラムで

将来のまちづくりのための担保用地として位置づけている。ニュータウン

第一次入居地区の諏訪・永山では、学校跡地を公的賃貸住宅の建て替え用

地とすることで居住者の負担の軽減や工期短縮などニュータウン再生が進

んでいる実情があり、第三次入居地区である貝取・豊ヶ丘においても旧豊

ヶ丘中学校跡地の活用が想定できる。この間は、校舎等は物品の収納場所、

校庭は市民開放と、暫定活用であるが、有効に活用していく。 

 以上のことから、陳情のサービス付き高齢者向け住宅なども活用策とし

ては考えられるが、学校跡地という大きな敷地の活用を陳情のような施設

で決めてしまうことは、現時点では望ましくないと考えている。 

 次のページに行く。多摩市公共施設の見直しと行動プログラムの中で旧

豊ヶ丘中学校のことが示されている。機能と配置等における今後の方向性

ということで、これまでの学校跡地施設の恒久活用方針を踏まえながら、

施設の活用を図っていくとしている。今後の取り組み内容として、具体的

な取り組みであるが、資産の有効活用を図る観点から民間活用による有効

活用に向けて検討する。その際は、公共施設全体の見直しと、併せて地域

性に配慮しながら検討する。校庭等の市民開放については、活用方針が決

まり次第終了するとしている。一番下のところで、これまでの取り組みの

経過及び成果であるが、被災地・被災者支援の観点から支援してきた経緯
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と、那須高原海城中学校・高等学校については一時的に貸し付けをしたが、

平成２８年度をもって同校への貸し付けは終了している。 

きりき委員長  これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

小林委員    この政策提案の要望としては、旧豊ヶ丘中学校跡地に通所訪問サービス

対応の介護看護施設を併設した安価な利用料で利用できるサ高住を整備し

てほしいということであるが、まず今説明あったが旧豊ヶ丘中学校跡地の

活用方針、今暫定活用であるが、今後の問題として将来のまちづくりのた

めの担保用地、具体的に言うとこの間諏訪・永山地区で学校跡地を公的賃

貸住宅の建て替え用地とすることで建て替えがスムーズに進んだという実

績があるので、そのことも含めて考えたいというようなことが述べられた

わけだが、旧豊ヶ丘中学校跡地の活用方針とこの政策提案で述べられてい

るサ高住を建設することとはかなり食い違ってくることになると考えてよ

ろしいのか。 

内田資産活用担当課長 多摩市公共施設の見直しと行動プログラムの関係ということで私

からご回答をさせていただく。旧豊ヶ丘中学校跡地については、平成２１

年に多摩市学校跡地施設の恒久活用方針に将来に向けた担保用地として、

まちづくりに必要な新たな需要が生じた際に機を逃さない活用に備えるこ

とを位置づけている。学校跡地施設の恒久活用方針については多摩市公共

施設の見直しと行動プログラムに統合しており、現在に至っているところ

である。 

 今の考え方としては、ニュータウン再生に資する活用を考えており、そ

の上で民間活用というのは一つ手法として考えているところであるが、現

段階では団地の再生が諏訪・永山で大分進んでいる。それに当たっては、

繰り返しになるが居住者の方の引っ越しの負担の軽減や工期の短縮といっ

た実績が一つある。そういったところからすると、今豊ヶ丘についてもこ

れから再生が進むところになっているので、そういった土地に一つ活用を

見いだしていきたいと考えている。 

星野ニュータウン再生担当課長 今般、愛宕・貝取・豊ヶ丘地区等まちづくり計画及び南

多摩尾根幹線沿道土地利用方針を策定したところである。現在ご指摘のよ
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うに諏訪・永山地区では学校跡地を種地として都営住宅等の建て替え事業

が進められている。それから、第二次入居地区である愛宕地区でも同様の

取り組みが展開されているところである。 

 貝取・豊ヶ丘地区について今直ちに団地再生等の動きというのはまだ東

京都にしてもＵＲ都市機構にしても確定しているものではないが、おそら

く諏訪・永山、愛宕事業が終わった後に貝取・豊ヶ丘に行くであろうとい

うことは想定している中で、今回の愛宕・貝取・豊ヶ丘地区等まちづくり

計画の中でも公的賃貸住宅の再生プロジェクトを位置づけているところで

ある。 

 それからもう１点、南多摩尾根幹線沿道土地利用方針では、尾根幹線沿

道にある公共用地での公的賃貸住宅の建て替えあるいは用途廃止になった

ときにこの方針に基づいて土地利用転換を考えていくということで方針を

策定しているところである。旧豊ヶ丘中学校跡地自体が検討の対象になっ

ているわけではないが、この沿道にある例えば公的賃貸住宅や公共用地の

土地利用転換をしていこうとしたときの移転先になる可能性もあるという

ことで、まちづくりの方向としてできればこの土地は種地として活用して

いきたいとニュータウン再生担当としては考えているところである。 

小林委員    そうすると、旧豊ヶ丘中学校跡地は約６,３６０平米あるわけであるが、

この全部を使ってやるのかどうかはいろいろあり得ると思うが、今この政

策提案にあるサービス付き高齢者向け住宅を造ることになると、場合によ

っては今決められている担保用地というか公営住宅の種地を変更する必要

が出てくることになるのか。 

内田資産活用担当課長 多摩市公共施設の見直しと行動プログラムを変えるかであるが、

まず学校跡地は公共の土地であるので、行政需要に沿って行政目的に使う

のが一番になろうかと思っている。そういうものがなければ民間活用とし

て民間に貸すような作業が出てくるので、今回はどれに当たるかによって

多摩市公共施設の見直しと行動プログラムの位置づけの見直しが必要だろ

うと思っている。 

小林委員    今の市の方針というか考えとは別に、もしこのサービス付き高齢者向け

住宅を造ることになれば、現在の活用方針を変更するというか見直しをす
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る必要があるということだけ確認をしておきたい。 

 もう一つ、安価な利用料で利用できるサービス付き高齢者向け住宅が提

案されているわけであるが、それを実現するためにはどういう条件が必要

だと考えているのか。それと、現在の多摩市内も含めて既存のサービス付

き高齢者向け住宅の利用料はどの程度のものなのか。 

内田資産活用担当課長 多摩市公共施設の見直しと行動プログラムの見直しが必要かどう

かであるが、今民間活用も書いているので、行政目的に沿って、それが民

間活用というところであれば、今の計画に沿った形になるだろうとは思う

が、ただ、市民に説明する機会は十分に設ける必要があるだろうと考えて

いる。 

五味田高齢支援課長 サービス付き高齢者向け住宅がどのくらいで利用できるのかについ

てお答えさせていただく。先週の総務常任委員会でもこちらの市内及び近

隣市のサービス付き高齢者向け住宅のことが議題に上がっており、調べた

資料があるが、多摩市では４か所、日野市では６か所、稲城市では６か所

のサービス付き高齢者向け住宅があり、入居時の費用がゼロ円のところも

あるがおおむね１０万円から８０万円近くかかるところもある。月額の費

用としては６万円から３０万円以上かかるところもある。部屋の大きさや

タイプによって入居時の費用や月額の費用が変わってくることを調べてい

る。 

小林委員    そのサービス付き高齢者向け住宅については民間の事業者が造ることに

なると思うが、安価な利用料で利用できるということになれば、一つの条

件としては、この政策提案では旧豊ヶ丘中学校跡地を使いたいとのことで

あるが、市有地である旧豊ヶ丘中学校跡地の例えば無償貸与、また、その

建設費や運営費に対する市からの助成が条件としてないと安価な利用料に

はならないと思うが、その点についてはどのように考えられるのか。 

小野澤健康福祉部長 安価なというところでどのようにすればという話かと思うが、先ほ

ど高齢支援課長から答弁したとおり、施設によってその金額の幅は様々で

ある。また、一定の支援なり土地を無償貸与という話についても、これま

でほかにもサービス付き高齢者向け住宅が市内にはあるわけで、それをそ

こだけそのようにするという話が実際現実的に可能なのかという問題もあ
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ろうかと思うので、今一概にどのような条件をつけてということについて

はお答えできないと考えている。 

小林委員    どのようにそれを考えるかであるが、少なくともそういう安価な利用料

で利用できるサービス付き高齢者向け住宅となると、先ほど申し上げたよ

うな市有地の無償貸与といったことが一定の条件としてないと、なかなか

難しいと思う。だから、もしやるとなれば、それをぜひ検討してほしいと

思う。 

しのづか委員  先ほど星野ニュータウン再生担当課長から、ニュータウン再生での旧豊

ヶ丘中学校跡地の方向性についてご説明があったが、例えば今諏訪地区で

は都営住宅の建て替えが進んでいる。今後創出用地も想定していく中で、

こういったサービス付き高齢者向け住宅を民間が創出用地を使ってサービ

ス展開していくことなどもこれからの展開では考えられるのではないかと

思うが、いかがか。 

星野ニュータウン再生担当課長 ニュータウン再生というところでお尋ねをいただいたの

で、私からお答えさせていただく。先行しているのは諏訪・永山地区で、

今後団地再生等によって創出する土地をどのようにこれから活用していこ

うかという議論をこれからまさにプラットフォームというところで民間事

業者などにも入っていただきながらアイデアや提案を出していただき、そ

れを多摩ニュータウン再生推進会議がコーディネートするような形で、土

地活用をこれから具体に検討していくことになっていくかと思う。 

 その中で、これまでの南多摩尾根幹線沿道土地利用方針の検討の中では

６つの検討の柱があったが、例えばにぎわいであったり、雇用、イノベー

ションであったり、次世代交通モードであったり、そういったモードによ

って土地活用を考えていくことを想定している。あとは、そもそもニュー

タウン再生の中では初期入居だと諏訪・永山地区に最初に尾根幹線沿道上

に都営住宅やＵＲ都市機構の住宅が建てられていて、むしろそこから住宅

を剥がしていって住宅はどちらかと駅寄りのほうに持っていきたい、空い

た土地については別の土地活用、住宅ではないものに土地活用していきな

がら、雇用、職住近接、あるいは来街の促進というところに軸を向けてニ

ュータウン再生を考えていこうということになるので、仮に諏訪・永山地
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区の空いた土地にサービス付き高齢者向け住宅ということは、今のところ

は考えていないかと思う。 

しのづか委員  いや、市が考えることではなく、例えばこれからのまちづくりの中でそ

ういったことも可能かどうかということである。民間を交えて例えば団地

だけ造り変えるのか、団地と一緒にサービス付き高齢者向け住宅のような

ものも整備していく、これまで例えばゆいま～るが聖ヶ丘、中沢と整備し

てきたと思うが、私は今までの市のサービス付き高齢者向け住宅も含めた

介護施設の整備、老人ホームなどを見ても、一極集中型ではなく地域にき

ちんと小規模多機能型が点在していく、一つの地域にそういったサービス

が多摩市版地域包括ケアシステムのようなことで連携していけるような施

設整備を考えてきたかと思うが、この提案だと一極集中型でショットガン

方式でサービス展開したいということであるが、その辺の施策の方向性は

どのように考えているのか。 

星野ニュータウン再生担当課長 少し説明が足りなくて申しわけない。尾根幹線沿道に関

しては先ほど申し上げたような形で土地利用転換を考えていこうというの

がベースになっているが、例えば今都営住宅の建て替えを行っている旧中

諏訪小学校のグラウンド跡地、あるいは旧西永山中学校の跡地、今土地を

貸している形になっているので、それは等価なりで土地を東京都から返却

していただく形になってくる場所、あるいは団地再生によって住棟が高層

化していくと余地が出てくるところについては、福祉的な活用も東京都な

りＵＲ都市機構との協議の中では検討のしようがあるかと考えている。 

しのづか委員  そうだと思う。創出用地で市がもらうところについてそれを整備しろと

いうのではなく、なぜプラットフォームをつくるのかというと、東京都が

持っている土地でもＵＲ都市機構が持っている土地でもよいから、その中

にどういう絵を描いていくかということで、私は諏訪にあっても永山にあ

っても豊ヶ丘にあっても貝取にあっても、これからその地域の中に必要な

サービスというのはできるだけ住民に身近なところにそれぞれサービス展

開を図っていくべきだと思っているので、今後のまちづくりについてはき

ちんとそういった手順を踏んで進めていただきたい。そのためのプラット

フォームだと私は思っているので、ぜひそういった方向性でお願いする。 
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しらた委員   この旧豊ヶ丘中学校跡地であるが、公立学校施設整備費補助金などを受

けられていると思うが、財産処分の件で今後手続としてはどのようなこと

が起きるのか。 

内田資産活用担当課長 ご質問の補助金については、公立学校施設整備費補助金等に係る

財産処分において手続を要する。土地についての返還はない。今校舎が対

象となっている。ただ、校舎についても老朽化が進行しているので、活用

する際にはおそらく解体となろうかと思っている。解体後にそういったと

ころに貸し付けをするということでは補助金の返還は求められないと考え

ている。 

しらた委員   そのまま使うのであれば補助金の返還か何かが求められる。だが、解体

するとなると、今度解体料は多摩市で負担することになっていくのか。 

内田資産活用担当課長 説明が足りず申しわけない。校舎を民間が活用する際、有償で市

が貸すのであれば、返還は求められるだろうと思っている。 

しらた委員   このサービス付き高齢者向け住宅を造れば返還は求められるということ

でよろしいか。 

内田資産活用担当課長 今の校舎を大規模改修等してサービス付き高齢者向け住宅を造り、

有償で貸すという場合には補助金の返還が求められるということである。

したがって、解体してそこにサービス付き高齢者向け住宅を造り有償で貸

すといった場合には返還を求められないと理解している。 

しらた委員   学校を壊してしまえば求められないということでよろしいか。 

内田資産活用担当課長 ご質問のとおりである。 

しらた委員   壊すにしても市でお金を出さなくてはいけないということであれば、あ

のまま活用できる方法があるのか、いろいろなことがこの先考えられるの

であり、いきなりこの物を造ってしまうというのはなかなか判断がまだ難

しいかと思う。 

板橋委員    当初の市側の説明で、高齢者向け住宅の割合は平成２７年８月時点で４.

７３％、これは国が掲げる３～５％の目標値は達成しているという形で令

和５年１月時点では４.３５％ということで書かれているわけであるが、こ

ういった説明を見ると十分なのだなと一旦思ってしまうような説明になっ

ているのではないかと思うが、実際はどのように考えておられるのか。実
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際本当に高齢者住宅が充足していると思っておられるのか、それをまずお

聞きする。 

長谷川住宅担当課長 先ほど冒頭のご説明の中で、数値目標についてのご説明はさせてい

ただいていたところである。こちらの数値目標であるが、国の住生活基本

法に基づいて住生活基本計画を国が定めている。その数値目標の中で高齢

者人口当たりの高齢者向け住宅の割合が全国的に定められているところで

ある。第三次の住宅マスタープラン策定の段階では、当時のものは２０１

７年に策定していた住生活基本計画だと思うが、そのときは全国的にはま

だ０.９％と高齢者向け住宅は非常に少なかったところを３～５％に引き

上げていくというような大きな目標であった。 

 令和３年３月に新たな住生活基本計画がまた閣議決定されており、こち

らは全国的には今２.５％の割合を４％まで引き上げるといった目標値に

なっている。多摩市は第三次住宅マスタープランのタイミングと、また直

近の令和５年の１月のところの数値をもう一度確認した中では４％を超え

ているというような形でご説明をさせていただいたところではあるが、先

ほどのサービス付き高齢者向け住宅だけではなくシルバーピア、有料老人

ホームといったものを合わせてであるが、足りているか足りていないかと

いう住民の方々の直接的なところといった意味では、１２月の一般質問等

でもお答えをさせていただいているが、シルバーピアも高齢者向け住宅に

該当する中では、倍率等もかなり高いような状況もあるので、一つの数値

目標ではあるが、希望されている方々が希望するような住宅に入れるかど

うかという部分では、必ずしも充足していると言い切れない部分があると

いう形で課題認識は住宅施策を所管している我々も持っているというとこ

ろはお伝えさせていただければと思う。 

板橋委員    今の説明を聞いてある程度わかったが、結局は高齢者向け住宅がほとん

ど進んでいない状況の中だったからこそ国が今少しでも上げていこうとい

う取り組みを始めた段階という状況だなと、改めて感じた。そういう意味

では、こういった表現してしまうと、達成して国よりも多摩市は高いぞと

言っているように思われて少し誤解を受けるのではないか、実態と相当か

け離れていると私も思う。 
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 高齢者の皆さんは高齢になるに従って、私も昔あるアパートに住んでい

るときに、私のすぐ目の前の高齢ではあっても元気なご婦人の方が、私の

姿が見えないときには私の部屋をのぞいてほしいと言っておられた。生活

の上ではいつ何が起こるかわからないという不安が高齢になればなるほど

非常に大きくなってきているのかと思う。それでも今、その不安どころか

エレベーターのない５階に住んでいたり、連れ合いが亡くなってしまって

も高い家賃のところに住んでいたり、自分では掃除するのも大変なぐらい

広いところに住んでいたりして、本当に見守りがあり、介護や看護の体制

が整っているというか、いつでも駆けつけてくれるような状況があるよう

な家があったらよい。 

 だが、先ほど高齢者向け住宅といったらシルバーピアが代表的であると

言っておられるが、これも所得制限があり、その上倍率が高くて入れない。

では、どこに行くのか、高い老人向けの施設というのはまだなかなか入れ

るものでもないし、特に多摩市の場合、急速な高齢化を迎えると言われて

いるだけに、現実にそういう市であるだけに、高齢者の皆さんがその所得

に関わらず安心して住めるような住宅として考える必要があるのではない

か。 

 特に国・都を挙げてつくったこのニュータウンであるから、多摩市の場

合、そういった意味では全国の手本にもならなくてはいけないのではない

かと思う。高齢者対策として、そういう意味ではサービス付き高齢者向け

住宅というのはまさに適した施設だろうと思う。それでも今現在はまだ高

過ぎる。もし陳情者が言っているように安価となれば、公共用地を無償で

提供してそこに事業者が建て、例えば永山の学校跡地に特別養護老人ホー

ムを造ったが、造ったときに土地を事業者へ無償で提供する代わりに多摩

市民を優先的にお願いするという、全面的にそういうわけにはいかないが、

基本的には多摩市民を優先にする形での特別養護老人ホームが完成し、今

運営されているわけである。 

 学校跡地という点では、諏訪の都営住宅の建て替えで永山の学校跡地に

都営住宅だけではなく福祉施設も造った。そういう意味では、旧豊ヶ丘中

学校跡地も、都営住宅の建て替えの種地としてもしやったとしても、これ
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だけの大きなところに全部サービス付き高齢者向け住宅を造れと言ってい

るわけではないと思うので、その一角にサービス付き高齢者向け住宅を造

り、土地を無償提供するといったことは十分に考えられるのではないかと

思うが、その点についてのお考えをお聞かせ願う。 

小野澤健康福祉部長 様々お話をいただいたところかと思うが、市としては、多摩市にお

いて急速に高齢化が進むという話については全庁的な課題と認識している

ところである。これに対し、住まいの話についても全庁的に議論をして次

の第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定の中で進めていかな

ければならないと考えているところである。ただ、住まいは当然大事な部

分ではあるが、多摩市版地域包括ケアシステムでもお話をしているところ

であるが、住まいだけではなく介護の事業サービス、医療のサービス、様々

そういうものを総合的に整備していきながら高齢者の方々の暮らしを支え

ていかなければならないと考えているところであるので、一角という話も

あったが、全体の状況も踏まえた上で考えていく必要があると捉えている。 

しらた委員   先ほど学校をそのまま使うとすれば整備の補助金を返さなくてはいけな

いということだったが、今もしあのまま何かに使うとしたら、幾ら返還し

なくてはいけないのか。 

内田資産活用担当課長 返還金であるが、正確な数字は今手元にないが、数千万円を見込

んでいる。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

小林委員    小林憲一である。５政策提案第２号 「ニュータウン対応型高齢化サポ

ート拠点」に関する市民政策提案・提言について、意見を述べる。 

 この政策提案で触れられている５地区含め多摩市の高齢化は世界最速の

スピードで進んでおり、あと１０年後には超高齢社会になり、介護が必要

な方が急増することは疑いない。このような特性を持つ多摩市、とりわけ

人口密度の高いニュータウン区域にとって、この政策提案で触れられてい

るサービス付き高齢者向け住宅をはじめ介護施設の不足は深刻な問題であ
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る。サービス付き高齢者向け住宅は比較的要介護度が高くない高齢者が居

住するのに適したところであるが、ニュータウン区域にお住まいの高齢者

が自宅で暮らせなくなった場合に、まだ比較的要介護度が高くない段階で

あれば、自由度の高い生活ができるサービス付き高齢者向け住宅が望まれ

るのではないだろうか。 

 しかし、現状のサービス付き高齢者向け住宅は極めて利用料が高いのが

実態である。多摩市の高齢者が住み慣れた地域の比較的近いところにこの

施設を確保した上で、なおかつ安価な利用料を実現する必要がある。それ

を実現するには、その条件の一つとして市有地を無償貸与するなどの手法

が考えられる。そのことを考えたときに、ニュータウン区域の中にある旧

豊ヶ丘中学校跡地を利用することは合理的だと考える。同跡地は、現在の

活用方針では担保用地となっているが、サービス付き高齢者向け住宅を含

む介護施設としての活用を十分に検討していただきたいと考える。国と東

京都の補助金の活用も含めニュータウン再生の一環として検討することを

市長に求め、本政策提案については採択すべきものとする。 

しのづか委員  ５政策提案第２号 「ニュータウン対応型高齢化サポート拠点」に関す

る市民政策提案・提言について意見を申し上げる。 

 先ほども市側に幾つか質疑をさせていただいたが、多摩市はこれまでニ

ュータウン再生についてフロントエリアである諏訪・永山地区から学校跡

地を活用した連鎖性を持った都市再生を図ってきた。現在諏訪・永山だけ

ではなく愛宕地区においても順次建て替えが進んでいる状況にある。 

 そういった中で、来年度から多摩市を事務局として東京都、ＵＲ都市機

構、東京都住宅供給公社、そして民間の方も交えてのプラットフォームと

いうところで、このニュータウン再生の次の段階についての議論が、まず

は南多摩尾根幹線沿道の土地利用であるが、先日の私たちの会派の総括質

疑でも明らかになったように団地再生や面的なまちづくりについてもその

活用を考えていくことを確認したので、そういった中においては、今後こ

ういった住宅の施策展開についても、多摩市の土地に限らず、せっかく四

者が膝を交えて協議をする場をつくるわけであるから、その中できちんと

例えば先ほど板橋委員が言っていたように東京都が都営住宅を建て替える
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ときにきちんとシルバーピアをつけて建て替えを進めてもらう、できるだ

け小さい地域の中にそういったものが充実できるようなまちづくりの展開

を図っていただきたいと思う。そういう意味では、旧豊ヶ丘中学校跡地に

こういった高齢化サポート拠点と決めてしまうのは現実的ではないと私は

思っているので、今、諏訪地区と愛宕地区が先行してそういったまちづく

りの展開を図っている状況の中においては、高齢者向けの住宅の施策展開

も念頭に置きながらまちづくりの議論を進めていただきたいと思う。よっ

て、この政策提案については不採択とする。 

しらた委員   ５政策提案第２号 「ニュータウン対応型高齢化サポート拠点」に関す

る市民政策提案・提言に対して、先ほどから質疑もさせていただいた。旧

豊ヶ丘中学校跡地という場所で、そのまま使えば返還がないということも

あったし、また壊すにしても、建物を壊せば大体数億円かかるのではない

か、また何かほかのものに活用するということでは数千万円の返還という

ことである。 

 こうしたことから考えると、学校跡地であり多摩市民の財産であるので

平等に使っていかなくてはいけないと考えると、先ほどニュータウンのこ

れからの再生について民間と様々な話し合いがあるという意見もあったの

で、そういう活用方法もしっかりと考えながら全体のバランスを見るとい

うことが大切かと思うので、この旧豊ヶ丘中学校跡地という場所に対して、

私たち会派としても大変疑問を持ったところである。この必要性はわかる

が、場所的に今回私たちは不採択とさせていただく。 

あらたに委員  ５政策提案第２号 「ニュータウン対応型高齢化サポート拠点」に関す

る市民政策提案・提言について、不採択の立場で意見を述べさせていただ

く。 

 今この多摩市の中でも豊ヶ丘・貝取地域の高齢化ということはしきりに

あちらこちらから声が聞こえてきているわけであるが、将来のまちづくり

としてこの地域に新しい若い世代を呼び込むということがないと、この豊

ヶ丘・貝取地域の自治会活動や地域の活動をこれから進めていけなくなっ

てしまう、こういう視点をしっかり持ってまちづくりをしていかなければ

いけないと思っている。今回この政策提案を引き受けてしまうと、全く逆
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行していく形になっていくので、私たち公明党としては不採択とさせてい

ただく。 

山崎委員    ５政策提案第２号 「ニュータウン対応型高齢化サポート拠点」に関す

る市民政策提案・提言について、新生会を代表して不採択の立場で意見す

る。 

 提案者が心配されているニュータウン地域の高齢化は今後さらに急激に

進んで、多摩市としても大きな問題だと受け止めている。今後急激にふえ

る高齢者が安心して暮らせる場所づくりは必要であり、シルバーピアやサ

ービス付き高齢者向け住宅のような施設が充実することは望ましいことだ

と思う。提案されているような施設への取り組みは必要だと思うが、市が

対応するのではなく、国や東京都及び民間の協力を仰ぎながら取り組む必

要があると思う。また、旧豊ヶ丘中学校跡地の使用についても市民の同意

を得る必要があり、慎重に進めなければならない。よって今回の提言内容

をそのまま採用することは適当でないと判断し、不採択の意見討論とする。 

板橋委員    板橋茂である。５政策提案第２号 「ニュータウン対応型高齢化サポー

ト拠点」に関する市民政策提案・提言について、採択の立場から討論する。 

 急激な高齢化社会が訪れる多摩市にとって、高齢者のための住宅の整備

ができているとは言えない状況である。介護認定を受けていない高齢者が

大半であるが、それでもエレベーターのない住宅に住む苦痛、高額な賃貸

住宅の苦痛、見守りのない独り暮らしの不安など様々な理由で、バリアフ

リーで見守りがあり介護看護の関連施設が併設したサービス付き高齢者向

け住宅を求める声は、今後ますますふえていくことが十分に考えられる。

しかも、市の住宅対策としては安価なものでなくてはならない。まさに本

政策提案者の求めるサービス付き高齢者向け住宅がそれに当たるのではな

いだろうか。 

 見守りのあるシルバーピアへの入居希望者はたくさんあるが、所得制限

とともに増築が長年にわたって行われていないために入居は極めて困難で

ある。高齢者が住み続けられる多摩市とするためにも、サービス付き高齢

者向け住宅誘致に向けた市の積極的な取り組みが必要である。政策提案者

が言う旧豊ヶ丘中学校跡地は、都営住宅建て替えの種地としても候補地に
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なっているようであるが、その一角を活用するだけでも十分にサービス付

き高齢者向け住宅建設は可能である。 

 以上、申し述べて採択とする。 

きりき委員長  これをもって討論を終了する。 

 ただいまご意見を伺ったところ、採択すべきものという意見が２名、不

採択すべきものという意見が４名である。不採択すべきものという意見が

過半数に達している。よって本件は不採択すべきものと決した。 

 日程第３、第１８号議案 多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とする。 

 これより市側の説明を求める。 

松下保険年金課長 それでは、多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明させていただく。 

 まず出産に要する経済的負担を軽減するため、多摩市国民健康保険条例

第７条に規定する出産育児一時金の支給額４０万８,０００円、産科医療補

償制度加入医療機関等利用の場合は１万２,０００円を加算して４２万円

について、国が設置する社会保障審議会において全国一律で５０万円に引

き上げるべきとされたことに伴い４８万８,０００円、産科医療補償制度

を利用する場合には１万２,０００円を加算して５０万円に増額をさせて

いただくものである。 

 出産育児一時金については、被保険者が出産したときに当該被保険者の

属する世帯主に４２万円を支給する旨規定しているが、この４２万円につ

いては、出産費用が年々増加する中で平均的な標準費用を全て賄えるよう

にとの観点から、民間医療機関を含めた全施設の出産費用を勘案するとと

もに、近年の伸びも勘案し、直近の出産費を賄える金額に設定するという

考え方のもと、政府の全世代型社会保障構築会議等において検討が求めら

れていた子育て世帯への支援の強化に対して社会保障審議会の議論の整理

において、出産育児一時金の額は令和４年度の全施設の出産費用の平均額

を勘案して令和５年４月から全国一律で５０万円に引き上げるべきとされ

て、健康保険法施行令等が改正されている。この改正に伴い、多摩市国民

健康保険条例においても出産育児一時金を４０万８,０００円から４８万



29 

 

８,０００円に改正させていただくものである。 

 施行予定は、令和５年４月１日からの施行を予定している。 

きりき委員長  これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

小林委員    今回法律の改定で多摩市の条例についても改定するということであるが、

全国一律で実質的に出産育児一時金を５０万円にするということであるが、

出産費用は都道府県ごとにかなり違っていると思うが、東京都の平均は今

どのくらいになるのか。 

松下保険年金課長 東京都の平均であるが、これは令和３年度の金額になるが、５６万５,

０９２円となっている。 

小林委員    出産に関わる直接的な費用で５６万５,０００円余りだと、もちろん子

どもさんを産む医療機関によっても違ってくると思うが、今回の改定で出

産育児一時金が５０万円になるというのはより実態に近づいたということ

で、それ自体は喜ばしいことだと思う。ただ、東京都の場合はそれよりも

まだかなり高いので、望むらくはさらに引き上げが必要だと思う。 

 もう１点、その財源に後期高齢者から年４,０００円の負担を求めると

いう報道があったが、これについての事実確認と、そのことについて所管

としてどのように考えるかお答えいただければと思う。 

松下保険年金課長 この出産育児一時金については、国の考え方としては全世代で支え合

う仕組みを導入するということで、少子化を克服し子育てを社会全体で支

援する観点から、委員が言われた後期高齢者医療制度からも一部を支援す

るという仕組みが令和６年４月から導入される形になっており、今国の試

算では後期高齢者１人当たり年６００円ご負担いただくような形になって

いる。 

小林委員    全世代からの負担ということで世代と世代を相対立させるようなやり方

を国が率先して行うというのは、私は信じられない思いである。今お金の

ことで言うと、軍事費をＧＤＰ比２％に引き上げて戦争準備にお金をつぎ

込む一方で、子ども政策を充実させる財源に高齢者からお金を取り上げる

ということは、本当にひどいお金の使い方だと思う。その点について指摘

をして質疑は終わりたい。 
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きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

小林委員    小林憲一である。第１８号議案 多摩市国民健康保険条例の一部を改正

する条例の制定について、可決の立場で意見を述べる。 

 出産費用の東京都平均が約５６万５,０００円であるから、遅きに失し

たとはいえ今回出産育児一時金が実質５０万円に引き上げられることは喜

ばしい限りである。しかし、出産に関わる費用は直接的な出産費用だけで

はないことを考えれば、今後さらに出産育児一時金を引き上げることを国

には求めたいと思う。もう一つ問題なのは、この引き上げの費用に後期高

齢者からの負担を充てようとしていることである。このような若い世代と

高齢者世代を対立させるようなことを国という公の立場に立つ者が考えて

いるということが信じられない。また、腹立たしい限りである。その一方

で、岸田自民党・公明党政権は、軍事費をＧＤＰ比２％に引き上げようと

するなど、戦争準備には莫大なお金を使おうとしている。この暴挙に子育

て世代も高齢者世代も一致して反対であるということを申し上げて討論と

する。 

板橋委員    板橋茂である。第１８号議案 多摩市国民健康保険条例の一部を改正す

る条例の制定について可決の立場で意見を述べる。 

 少子化が大きな社会問題になっているが、何といっても若者の多くが非

正規雇用として低賃金で働かされる社会になっているところに大きな問題

があると考える。奨学金を受けて大学を卒業しても、非正規雇用のために

奨学金返済が厳しく、恋愛もできない、結婚もできない、結婚したとして

も赤ちゃんを産むことすらちゅうちょせざるを得ない状況になっているの

ではないだろうか。せめて赤ちゃんは安心して産めるようにすべきである。 

 今回、出産育児一時金が実質５０万円に引き上げられることは少しの前

進ではあるが、引き続きの子育て支援策が必要である。将来の日本のため

にも、若者が生き生きと学び、希望を持って働ける社会にしなければなら

ない。 
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 以上申し述べ、可決の討論とする。 

あらたに委員  第１８号議案 多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、可決の立場で討論させていただく。 

 私たち公明党は、ずっとこの出産育児一時金の増額について取り組んで

きた。３０万円からスタートし、４２万円まで段階的な拡充もずっと勝ち

取ってきて、ここにきて長らく続いた４２万円から現実的な価格に近づい

てきたということで、やっと５０万円まで拡充することができた。本当に

今この日本の危機的な課題である少子化の問題、これの一つの突破口とし

て出産育児一時金の拡充をさらに進めていかなくてはいけないし、国とし

て、またこの多摩市でも子育て世代にさらに手厚いまちづくりを進めてい

くことを決意して、今回この第１８号議案については可決の立場で意見を

述べさせていただく。 

きりき委員長  ほかに意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  意見・討論なしと認める。これをもって討論を終了する。 

 ただいま意見を伺ったところ、可決すべきものという意見が３名である。

よって、これより第１８号議案 多摩市国民健康保険条例の一部を改正す

る条例の制定についてを挙手により採決する。本案は可決すべきものとす

ることに賛成の諸君の挙手を求める。 

（賛成者挙手） 

きりき委員長  挙手全員である。よって本案は可決すべきものと決した。 

 日程第４、特定事件継続調査の申し出についてを議題とする。 

 本件は別紙のとおり申し出ることにしたいと思う。これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  ご異議なしと認める。では、そのようにさせていただく。 

 この際暫時休憩する。 

                  午前１１時４７分 休憩 

                ──────────────― 

（協 議 会） 

きりき委員長  ここで協議会に切り替える。 
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 それでは１番、第４次多摩市食育推進計画策定と食育アンケートについ

て、市側の説明を求める。 

金森健康推進課長 第４次多摩市食育推進計画策定と食育アンケートについてご報告させ

ていただく。令和４年９月に第３次多摩市食育推進計画延長についてご報

告をさせていただいた。この計画期間が令和５年度で終了となるので、令

和６年度を開始とする第４次多摩市食育推進計画を策定することのご報告

となる。 

 最初に、食育推進計画の概要である。こちらは趣旨を書かせていただい

ているが、子どもから大人まであらゆる世代の人が生涯にわたって健全な

食生活を実践できる力を育むため、食育基本法に基づく市町村食育推進計

画として位置づけ、様々な食育活動を推進するものである。期間について

は、令和６年度から令和１０年度までの５年間とする。 

 計画策定の進め方についてである。まずは多摩市の食に関する情報収集

調査で、食に関する現状課題を踏まえた計画としていくために、本市も調

査をさせていただくし、東京都・国による食に関する各種調査を参考にし

たいと思う。本計画策定に当たっては、学齢期子育て世代に対して食育ア

ンケートを実施・分析し、計画策定のための基礎資料とさせていただく。

計画についての検討であるが、第４次多摩市食育推進計画策定委員会を設

置させていただき、庁内関係課長で構成するものの設置をさせていただき、

検討を行いたいと思っている。３点目に、多摩市食育ネットワーク推進連

絡協議会、これは現在も実施している協議会であるが、メンバーとして学

識経験者、教育・学校関係者、食育に関する地域活動を行っている市民や

団体などで構成させていただいている。この連絡協議会に対して意見聴取

を行いたいと思っている。４点目に、パブリックコメントを実施する予定

にしている。計画案の内容について広く市民の意見を聞くというところで、

パブリックコメントを実施する予定とさせていただく。 

 ３番目に、計画策定のスケジュールである。今回この常任委員会でご報

告をさせていただき、令和５年度、来年度より策定委員会を実施させてい

ただく。食育ネットワーク推進連絡協議会への意見聴取等を挟み、１２月

の常任委員会に報告をさせていただき、パブリックコメントを実施したい
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と考えている。令和６年、もう一度食育ネットワーク推進連絡協議会に意

見聴取をさせていただき、策定委員会で原案を確定し、３月の健康福祉常

任委員会で第４次計画についてご報告をさせていただきたいと思っている。 

 なお、食育アンケートは、現在学齢期の子育て世代に対するものを実施

させていただいており、小・中学校については、学校のご協力を得て小学

校６年生と中学校３年生にさせていただいた。いずれも回答率が９３％、

９０％と高い値で頂いている。時期については、９月～１２月にロゴフォ

ームを利用して実施させていただいた。あと、子育て世代の方に関しては、

幼児健診の保護者の方に、健診に来られたときに実施させていただいた。

こちらも、６１２名のうち５７８名、９４％の回答率になっている。 

 この調査報告書であるが、まだ現在まとまっていない。調査報告書がま

とまったら、議会のサイドブックスに上げさせていただきたいと思ってい

る。 

 資料を２つ目としてつけている。こちらについては、今年度後半から来

年度にかけての流れをまとめさせていただいたものである。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ２番、健康推進課における新型コロナウイルス感染症対応等について、

市側の説明を求める。 

金森健康推進課長 ２番目、健康推進課における新型コロナウイルス感染症対応等につい

てである。今までもご報告させていただいているものについて、継続して

実施しているものなどをご報告させていただきたいと思う。 

 まず１点目、新型コロナ電話相談についてである。令和４年１月２６日

から実施をさせていただいている。こちらは、様々コロナに関するご相談

をいただいており、必要によって保健所など関係機関と連携を取らせてい

ただいているところである。相談実績をそちらに上げているが、令和３年

度が１,７３４件、令和４年度が２月末現在で４,６４９件となっている。

最近の傾向であるが、ほぼ感染状況も落ち着いてきており、１日に１桁台

と相談件数がかなり減少してきているような状況となっている。 
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 ２点目に、新型コロナウイルス感染症病床確保のための転院支援事業で

ある。１月末までの実績でご報告させていただく。こちらは、コロナ患者

を診ていただいている市内の２病院やその他の市外近隣病院の感染症患者

受け入れ病床の維持を図るため、実施させていただいている。新型コロナ

ウイルス感染症の治療が終わった後、新型コロナウイルス感染症によらな

い事由で引き続き入院加療等要するものを転院により受け入れる市内医療

機関を支援するものである。令和３年度で一度終了していたが、コロナ第

７波による感染者拡大により８月１日より再開をさせていただいている。

転院対象者は市内２病院から、転院患者は市民と市外在住者も対象とさせ

ていただいている。市外の感染症病床からの転院患者は多摩市民に限らせ

ていただいている。実績であるが、令和４年度１月までで５３人となって

いる。市内２病院からの転院は３６人で、市内の方が１８人、市外の方が

１８人、市外病院からの転院は１７人という形になっている。受け入れ病

院については、協定を締結させていただいているのは急性期の２病院とい

う形になっている。 

 ３点目、新型コロナワクチン接種後の「健康被害救済制度」に向けた相

談実績となる。相談件数は２月２７日現在でまとめさせていただいている

が、４９件の相談をお受けしている。中で、この救済制度の申請受け付け

をさせていただいた方が１３件になる。進達済みが１２件になっており、

進達前の１件については、来週予防接種健康被害調査委員会実施予定にな

っているので、それ以降に提出予定とさせていただいている。既に認定済

みが４件、取り下げ１件、審査中７件という形になっている。予防接種健

康被害調査委員会の開催実績については、こちらに書いているように３回

今まで実施しており、３月、来週もう１回実施する予定になっているが、

７件の審査をさせていただいたところである。 

 続いて、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書についてである。こ

ちらは、令和３年１２月２０日から予防接種証明書のデジタル化に合わせ

て、紙版の証明書は日本国内用と海外用の２種類となっている。対象は、

国内用は接種当日多摩市に住民票があった方、国外用は接種当日多摩市に

住民票があった方で旅券がある方となっている。申請状況であるが、令和
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４年度のところ、海外用が２,１０８、国内用が３９８、合計２,５０６件

となっている。郵送が３割程度、窓口に７割程度来られる状況に変わりは

ない。 

 ５番目、その他である。こちらについては、前回報告から変更がない。

独自のＰＣＲ検査と自宅療養者対象物資支援も休止させていただいている。

こちらは特に変わりがないので、一応前の実績を載せさせていただいてい

る。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

小林委員    今説明していただいた中で、３番目の新型コロナワクチン接種後健康被

害救済制度に向けた相談実績のところであるが、相談の多くは副反応のこ

とだと思う。後で説明される今後のワクチン接種の際の説明にも関わるこ

とであり、副反応については十分な説明が求められると思うが、多摩市で

今までの接種後のいわゆる副反応についてこのような事例があるというの

は何かまとめられているのか、まとめられているとすれば公表するような

ことはあるのか、その点についてお答え願う。 

金森健康推進課長 今お話があったのは、この事例１件１件についてどのようなご相談が

あったか、どのような申請があったかということかと思う。どのようなご

相談があったかについて、特に集計等は今のところしていない。個人情報

的なところも含むかと思っているので、この申請があったものについて特

に細かくご報告をすることは今のところ考えていない。 

小林委員    こういう副反応があり得るということで、このような症状が出ることが

あるということは説明されていると思うが、私は、より丁寧に説明すると

すると、この間、コロナ禍のもとで何回かワクチン接種をしてきてこうい

う副反応が出ていることを情報としてきちんと説明することは非常に重要

なことではないかと思う。だから、今のところそういう事例を紹介するよ

うなお考えはないということであるが、もちろんプライバシーには十分配

慮した上で、例えばこのような事例が出ているということはやはり説明す

る必要があるのではないかと思うので、ぜひ検討していただきたいと思う

が、いかがか。 

金森健康推進課長 市単独ではなく、国等で副反応としてこのようなものがあるという報
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告がある。そういったものにホームページなどからリンクを張らせていた

だいたりしているし、予防接種の案内を送らせていただくときにも、多摩

市というわけではないがこのような副反応が多いということは説明書きに

載せさせていただいている状況であるので、そちらを見ていただければと

今のところ考えている。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 この際協議会を暫時休憩する。 

                  午後 ０時０１分 休憩 

                ──────────────― 

                  午後 １時００分 再開 

きりき委員長  休憩前に引き続き協議会を再開する。 

 それでは、３番、産後ケア事業について、市側の説明を求める。 

金森健康推進課長 産後ケア事業についてである。こちらは来年度新規の事業もある。概

要を書かせていただいているが、令和２年８月５日付で施行された母子保

健法の一部を改正する法律によって、一部の市町村が予算事業として実施

していた産後ケア事業を母子保健法上に位置づけるとともに、全ての各市

町村に対して産後ケア事業の実施を努力義務化とされた。今まで子ども青

少年部の子育て支援課の子ども家庭支援センターで当該事業を実施してい

たが、令和５年４月から健康推進課で実施させていただくことになった。 

 なお、健康推進課での実施に当たっては、こちらに書いているように母

親の心身の回復、心理的な安定の促進を図り、母親自身のセルフケア能力

を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができる

ことを目的として、今まで通所型のみだったが、新たに訪問型の産後ケア

を実施することでより幅広い方を対象とした事業展開を行うこととしてい

る。 

 対象についても、今まで６か月未満だったが、多摩市内に住所を有する

産後１年未満の母子に延長させていただいた。 

 事業内容については、出産及び子育てに関して心身のケア、育児の支援
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その他母子の健康の維持増進に必要な支援を行うことを目的として、こち

らに書いている１から７のサービスを行うことにしている。通所型のみと

いうのは４番、５番となる。 

 実施方法であるが、先ほどお話ししたように訪問型を今回入れさせてい

ただく。対象者の居宅に委託の助産師が訪問させていただいてサービスを

提供するという形をとる。通所型については、今までと同様継続させてい

ただき、多摩保育園に対象者が来所し、委託助産師や保育士等がサービス

を提供するというものである。現在の名前としては、「子育てスタート支

援事業」という名前になっている。 

 ２枚目になる。利用料金であるが、通所型は今までと同様の金額設定で

ある。訪問型については、より多くの方に利用しやすい料金設定とさせて

いただき、市町村民税課税世帯の方は５００円、非課税の方、生活保護受

給世帯は無料でご利用いただけるようにしたいと思っている。 

 利用可能回数であるが、訪問型は５回、通所型は７回で、市長が特に必

要と認めるときは１０回まで延長可能という形にさせていただいている。 

 資料をつけさせていただいており、「産後ケア事業のご案内」というチ

ラシである。こちらを市民の方に見ていただいて、こちらにあるように利

用申請は、まず健康センターに申請いただいて決定通知書を発行した後は、

ご自身で予約を取って利用いただくという形を考えている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ４番、出産・子育て応援事業について、市側の説明を求める。 

金森健康推進課長 出産・子育て応援事業についてである。こちらは国の出産・子育て応

援交付金という名前の事業であるが、目的としては、核家族化が進み地域

のつながりの希薄となる中で、孤立感、不安感を抱く妊婦・子育て家庭も

少なくないというところで、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子

育てができる環境整備が喫緊の課題となっている。 

 こうした中で、地方自治体の創意工夫により、妊娠期から出産・子育て

まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につな
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ぐ伴走型の相談支援を充実させ、経済的支援を一体的に実施する事業とい

う形になっている。 

 経済的支援の考え方である。出産・子育て応援ギフトの支給により、妊

婦や子育て家庭が伴走型相談支援の実施機関にアクセスがしやすくなる。

必要な方は、産後ケアや一時預かり等の利用者負担の軽減などにつながる

経済的支援の活用と組み合わせながら実施することにより、伴走型相談支

援の事業実効性を高めていくという考え方で実施する。 

 本市の実施方法であるが、１２月補正で予算をお認めいただいて、事業

開始日は令和５年２月１日からとさせていただいた。対象者は妊娠の届け

出をした妊婦さんと出生をした児童の養育者になる。支給する物であるが、

今年度については出産応援ギフト、ａｕＰＡＹオリジナルギフトカード５

万円分、子育て応援ギフトについても同様とさせていただいている。中に

はキャッシュレスが利用できない方を想定しており、その場合には現金給

付ということを考えている。 

 なお、令和５年度については調整中と書かせていただいている。こちら

東京都のカタログギフトのほうが今提示をされてきている。 

 こちらを利用することによって、出産、子育て応援ギフトの費用を国３

分の２、都６分の１、市６分の１の負担の６分の１の継ぎ足し補助をする

というお話も出てきているので、来年度中にカタログギフトを利用するか

どうか現在最終調整しているところになる。 

 支給方法である。まずは出産応援ギフトについては、ゆりかごＴＡＭＡ

妊婦面接に来たときに申請をいただいて出産を聞くと配布、子育て応援ギ

フトについては、出生後になるので、新生児訪問時に申請をいただいて、

後日郵送させていただくことを考えている。なお、遡及対象として、今年

度、令和４年４月１日から令和５年１月３１日まで、妊娠届・出生届を出

した方については、面接の代わりにアンケートを実施させていただいて、

アンケートと申請書を併せて返送いただいて、各応援ギフトを配布させて

いただいている。 

 なお、この母子健康手帳の交付場所について、本事業の開始に伴って妊

娠届け出時にゆりかごＴＡＭＡ妊婦面接を確実に実施していく必要がある
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ので、現在１２か所で交付している母子健康手帳を健康センター１か所の

交付に来年度４月からさせていただく予定にしている。なお健康センター

については、今まで土曜日実施していなかったが、第１・第３土曜日に開

けさせていただいて、お仕事されている方にも来ていただきやすい体制と

している。 

 あと、資料を付けさせていただいた。もう一枚のほうになり、３部３枚

つけているが、出産・子育て応援事業の本市のスキーム全体的なものにな

る。 

 これは、経済的支援の出産応援ギフトを実施しながら伴走型相談支援と

なるので、子育て世代包括支援センター（健康推進課）が、そのたびごと

に、アプローチさせていただきながら必要な、事業、サービスにつなげて

いくということを実施していきたいと思っている。もちろん、子育て支援

課の地域子育て支援拠点や、保育所、幼稚園などとの連携を実施させてい

ただく予定にしている。 

 ２枚目の資料は、現在の子育て応援ギフト一覧表となっている。こちら

は令和４年度の方が、いつ、どのような経済的支援が受けれるのかを一覧

にしたものになっている。 

 あと３枚目は、ａｕＰＡＹ、メッセージを送らせていただけるというこ

とで、こういった形でａｕＰＡＹのカードを今配付させていただいている

ところである。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ５番、新型コロナワクチン接種について、市側の説明を求める。 

金森健康推進課長 続いて新型コロナワクチン接種についてである。説明資料を２枚つけ

させていただいており、その後ワクチンの接種状況、あと厚生労働省のチ

ラシ等がついている。併せてご覧いただればと思う。 

 まず１点目、令和５年３月１９日時点の接種状況である。こちらは資料

２をご覧願う。 

 ２列目当たりにオミクロン株対応ワクチン接種を書いているが、３月１
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９日時点で、市全体１２歳以上で現在５４.１％の接種率となっている。６

５歳以上は８１.９％の接種率であるが、年齢が下がるに従って接種率が低

くなっているという現状がある。 

 ちなみに国は３月１６日公表時点で４４.３％となっている。多摩市民の

方は皆さん意識も高いというところがあり、２６市、２３区の中でも非常

に高い接種率となっている。 

 あと続いて小児接種、２段目になる。こちらは５歳から１１歳の方とな

っている。こちらは１回目、２回目、３回目まであるが、１回目、２回目

は２０％台、第３回目まで接種を終了されている方は１２.１％となってい

る。 

 もう一つ乳幼児接種となる。こちらは６か月～４歳までの方となる。こ

れも３回目まで接種があるが、１回目、２回目６％、３回目は４％という

ような状況になっている。 

 続いて令和５年度の新型コロナワクチン接種についてについてご説明さ

せていただく。資料３をご覧になりながら聞いていただければと思う。 

 まず今回のこのコロナワクチンであるが、令和５年２月２２日付の国の

通知によって現行の特例臨時接種の実施期間が１年間延長となった。自己

負担なしでもう１年間実施をすることになっている。接種の法的な位置づ

けは、令和４年１２月９日の改正予防接種法附則第１４条第１項の経過措

置規定により、改正後の予防接種法第６条第３項の規定によるものとみな

して継続実施となっている。こちらは第１号の法定受託事務となっている。 

 今回、令和５年度はどのような形で実施するのか示されてこなかったが、

必要経費については最終日令和５年度当初同時補正予算で計上をさせてい

ただきたいと思っている。 

 続いて、４月の接種についてである。４月の接種は、まず令和４年度と

同様に集団接種と市内医療機関での個別接種を継続する予定としている。

４月については、オミクロン株対応２価ワクチン、従来型によるワクチン

が済んでいる１２歳以上の方への接種と、あと小児接種、乳幼児接種を４

月は実施することにしている。この２価ワクチンの接種であるが、令和５

年度は春開始接種、秋開始接種と２回あるが、春開始接種は基礎疾患を有
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する方、医療従事者の方に対象の方が限られてしまう。したがって、もし

それ以外の方でオミクロン株対応２価ワクチン接種をご希望される場合、

５月７日で終了するので、それまでに接種を完了させていただく必要があ

る。接種機会は、５月７日を過ぎると今度９月開始予定の秋開始接種とな

ってしまう。このあたりは、たま広報、市公式ホームページ等で周知して

いく予定にしている。 

 続いて、小児接種、５歳～１１歳である。初回接種１・２回目は従来型

のワクチンに追加接種としてオミクロン株対応２価ワクチン、こちらは３

月２６日から市も利用しているが、これの実施が可能となっている。４月

については、このオミクロン株対応２価ワクチンの接種を実施させていた

だく。 

 続いて、乳幼児接種である。こちらは従来型ワクチンになっているが、

継続して実施させていただく予定にしている。 

 こちらで使用するワクチンは、いずれもファイザー社のワクチンを使用

させていただく。４月の集団接種会場であるが、接種希望者もかなり減っ

てきているので、多摩センターの接種会場ペペリビルのみで実施させてい

ただく予定としている。また、日数的にもかなり絞らせていただく予定に

している。 

 ４月以降の新型コロナワクチンの接種、コールセンターでの予約・問い

合せ等の受け付けだが、問い合せ件数が少ない日曜日、祝日は今後休止さ

せていただきたいと思っている。また、初回接種である１２歳以上の対象

１・２回目は、こちらも希望者が大幅に減少しているので、４月は一旦中

止させていただいて、５月以降再開と考えている。 

 また、集団接種会場で今まで実施していたタクシーのチケットの配布で

あるが、こちらも希望者がかなり落ち着いてきているのと、接種をした後

安全に帰っていただくことが目的で実施していたが、近年ほとんどの方、

特に接種会場で何か対応しなければ体調不良になる方はほとんどおられな

いので、チケットの配布は３月末で終了させていただきたいと思っている。

また、ＡＩの自動応答予約専用コールセンターについても、こちらも利用

がかなり少なくなってきているので、３月末で終了させていただきたいと
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思う。 

 続いて、５月以降の接種についてである。５月以降の接種については、

令和５年春開始接種と令和５年秋開始接種、年２回の接種の予定となって

いる。まず春開始接種であるが、実施期間は令和５年５月８日から８月末

までとなっている。対象者は１・２回目の接種の接種を終了してから３か

月以上経過した以下の方となり、６５歳以上の高齢者、基礎疾患を有する

者、その他重症化リスクが高いと医師が認める者、あと医療機関や高齢者

施設、障がい者施設の従事者が春開始接種の対象となる。使用ワクチンは、

現在のところオミクロン株対応２価ワクチン、ファイザー社及びモデルナ

社製の使用を予定している。 

 接種体制であるが、令和４年度と同様に集団接種と市内個別医療機関で

の個別接種により実施できるよう現在準備を進めている。集団接種会場の

場所、接種券の送付時期等は詳細決まり次第改めて情報提供させていただ

きたいと思う。 

 令和５年秋開始接種についてである。こちらは令和５年９月から令和６

年３月末までを予定している。対象者は、初回１・２回目を終了してから

３か月以上経過した５歳以上の全ての方が対象となっている。ワクチンで

あるが、使用するものはまだ決定しておらず、国で引き続き検討となって

いる。詳細が示され次第、改めて情報提供させていただきたいと思ってい

る。 

 今後の予定である。来週の３月２９日、最終日であるが、令和５年度当

初同時補正予算で計上させていただき、お認めいただいたら４月１日から

たま広報４月１日号で４月以降の接種について上記内容を周知させていた

だき、中旬頃に春開始接種の詳細が決まり次第議会にご報告させていただ

き、たま広報の４月２０日号でより詳細に周知させていただく予定として

いる。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 追加の案件である。学校法人日本医科大学多摩永山病院の建替えについ
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て、市側の説明を求める。 

伊藤保健医療政策担当部長 学校法人日本医科大学多摩永山病院の建て替えについてであ

る。多摩永山病院の建て替えについて、現在の状況を報告させていただき

たいと思っている。フォルダは先ほど申し上げた追加のところをご覧にな

っていただきたいと思う。 

 まず１ページ目であるが、１、これまでの経緯等は、これまでもご説明

をさせていただいているものである。１枚目の最後のところ、学校法人日

本医科大学から多摩市に文書提出（令和３年２月）というところをご確認

いただければと思う。令和３年２月に日本医科大学から文書の提出があっ

た。新型コロナウイルス感染症拡大による影響から、令和２年１１月の文

章中の２０２６年度新病院開設を努力目標とする点を再考しているため、

当面の間、時間を賜りたいというものであった。その際に当面の間とはど

の程度を考えているのかを確認させていただいたところ、１年程度という

お答えであった。 

 ２ページ目をご覧いただければと思う。そのようなことから、１年間が

ほぼ過ぎるので市から再考の状況を確認したところ、令和４年６月９日付

で市に文書が提出されている。内容については、再考の結果、建て替えに

ついては令和８年度病院工事の着工を努力目標とし、議論の再開と令和２

年１１月３０日付文書の７つの要望事項について今後協議・検討願いたい

とのことであった。このことについては、以前にもご報告をさせていただ

いたところである。 

 その後、令和４年７月以降の協議状況であるが、文書提出後も感染症の

影響などから具体的な協議が進まない中で、令和４年度に日本医科大学多

摩永山病院に脳卒中センターが開設され、改めて令和８年度着工に向けて

努力していくことを確認している。 

 今後の予定であるが、新病院の開設実現に向けて、日本医科大学から提

出された協議再開の依頼文書を踏まえ、市のこれまでの取り組み、現時点

での７つの要望に対する検討状況や今後の進め方について文書にまとめて

学校法人日本医科大学に回答するよう調整をしているところである。文書

を回答する際には、市民や市議会と情報共有をする予定である。 
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きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ６番、国民健康保険及び後期高齢者医療保険における新型コロナウイル

ス感染症の影響による傷病手当金の支給及び国民健康保険税・後期高齢者

医療保険料の減免状況について、市側の説明を求める。 

松下保険年金課長 まず新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給であるが、国

民健康保険が、申請受付件数が４２件、支給決定件数が４０件、不支給決

定件数が２件となっている。支給金額的には約１８４万円となっている。

後期高齢者医療保険については、申請受付件数が２件、支給決定件数が２

件となっており、支給額は約３万６,０００円となっている。 

 新型コロナウイルス感染症に関わる傷病手当金の支給であるが、新型コ

ロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和５年５月８日から５類

に位置づけられることになったので、この傷病手当金の支給についても令

和５年５月７日までの間に感染した被用者という形になっている。 

 続いて国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免状況であるが、

まず国民健康保険税の令和３年度分、過年度分については、申請受付件数

が３件、減免決定件数が３件となっている。金額的には約３万５,０００

円となっている。令和４年度、現年度分であるが、申請受付件数が６７件、

減免決定件数が５８件、不承認件数が９件となっている。減免決定額につ

いては約８２２万円となっている。 

 次に、後期高齢者医療保険料であるが、令和３年度相当分の申請受付件

数が１件、決定件数が１件、減免額は約１万３,０００円となっている。

令和４年度分については、申請受付件数が１４件、減免決定件数が１３件、

現在処理中のものが１件という形になっており、減免額的には約６３万円

となっている。こちらの保険税と保険料の減免についても、位置づけが変

更されたということで令和４年度相当分をもって減免措置を終了するとい

う形になっている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

小林委員    国の財政支援が終了ということで説明があったが、それで新型コロナウ
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イルス感染症が２類相当から５類に変わるということで、傷病手当金につ

いても減免についても国の財政支援が終了し、その支給についても５月８

日以降の感染者については該当せずになるということでよろしいか。もう

一度確認する。 

松下保険年金課長 そうなっている。 

小林委員    それで、確かに５類になるということであるが、２類であろうが５類で

あろうが新型コロナウイルス感染症に感染すれば一定期間仕事を休まざる

を得ないし、後遺症によるダメージを受ける等で５月８日以降も収入に影

響が出ると思うが、こういうことについて所管としてはどのように捉えて

いるのか。 

松下保険年金課長 委員が言われるように新型コロナウイルス感染症のまだ先が見えない

状況であるが、傷病手当金や減免については国の財政支援を前提として始

めさせていただいている。５月８日以降、令和５年度分については財政支

援が行われないということで、今東京２６市で、正式な調査は行われてい

ないが、独自財源で実施するところは今のところない状況である。 

小林委員    傷病手当金についても、減免制度についても、コロナ禍のもとでの現行

の特例ということで今行われているわけであるが、特に傷病手当金につい

ては、国民健康保険や後期高齢者医療保険においてもコロナ禍の特例では

なく恒久的な制度とすべきではないかと思う。ぜひ国に制度の構築を求め

てほしいと思うが、その点について伺って終わりにしたい。 

松下保険年金課長 今後の新型コロナの状況を見据えながら、もし必要があれば、国に対

してそういった要望をしていきたいと考えている。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ７番、令和５年度国民健康保険の保険税率について、市側の説明を求め

る。 

松下保険年金課長 まず令和５年度の国保事業費納付金の算定結果であるが、１人当たり

納付金額が１８万６,６１８円。今年度が１７万４,４６２円、７％の増。

１人当たり保険料額については１７万２,６１４円、今年度が１６万２５１
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円、７.７％の増。標準保険料率については、所得割が１３.２３％、均等

割が８万１,８６３円と、対前年で所得割が６.４％、均等割が７.４％の増

となっている。 

 次に、納付金の総体であるが、激変緩和前が４８億１,３６４万７,００

０円、今年度が４５億６,９２８万円、対前年で６.１％の増、激変緩和が

４,７５２万５,０００円、対前年で３３.１％の減。東京都の財政支援に

ついては１,５７９万７,０００円、６９２.６％の増、激変緩和後の納付金

額であるが４７億５,０２３万６,０００円、対前年で５.７％の増。保険

料必要額としては、４３億９,８９３万円、対前年で６.５％の増となって

いる。 

 下のグラフは、平成３０年度の制度改正時からの納付金の推移になって

いる。１人当たり平成３０年度が１５万１,３５７円、令和５年度が１８

万６,６１８円となっている。 

 下に被保険者数があるが、被保険者については年々減少しているが、納

付金総体については増加傾向にあるという状況である。 

 次に、納付金の増加の主な要因であるが、まずは保険給付費の増で、令

和５年度の１人当たり医療費は推計であるが３７万９,３３０円と、令和

３年度の実績から比較して８.４４％の増、また後期支援金、介護納付金

の増、３つ目としては激変緩和措置額の減、こちら東京都の財政支援を含

むものであるが約１,０００万円の減、４つ目としては、前々年度の決算

剰余金の取り扱いで、令和３年度の納付金算定に当たっては前々年度、令

和元年度の決算剰余金７９億円が納付金から減算されたが、令和４年度、

令和５年度については、それぞれ当該年度の保険給付費等交付金に充当さ

れる形になっている。５つ目として、財政安定化基金への償還で、令和３

年度に東京都において財政安定化基金を約５５億円取り崩ししている。こ

の取り崩しについては、令和５年度以降の３年間の納付金で償還する形に

なっているので、その分が納付金算定に加算される状況になっている。 

 それから、国民健康保険運営協議会への諮問であるが、令和４年１２月

１５日に正式に諮問させていただき、令和５年１月１９日、令和５年２月

２日に審議をいただいて最終的な答申をいただいている。その答申の内容
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であるが、物価高騰の中で実質賃金は連続して減少しており、市民生活は

厳しい状況にあると考える、特に国民健康保険被保険者の多くを占める年

金生活者、無職者、非正規労働者にとってはその影響を色濃く受ける状況

が想定されることから、令和５年度の保険税率については据え置きするこ

ととするという答申をいただいた。そちらを踏まえて、令和５年度の保険

税率については据え置きという判断をさせていただいている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

小林委員    ここに書いている国民健康保険運営協議会の答申について少し伺いたい

と思うが、税率の据え置きについては、２０２１年度に続いて来年度２０

２３年度も据置きとなった。それで、２０２１年度についてはコロナ禍が

理由として取り上げられていたと思うし、今度２０２３年度については、

ここに書いてあるように物価高騰とこれに伴う実質賃金の減少ということ

が挙げられて指摘されている。 

 それで、物価高騰とこれに伴う実質賃金の減少という状態は、２０２３

年度にとどまらず２０２４年度以降も続くことが予想されると思う。そう

いう兆候を市としてつかんだら、２０２３年度の国民健康保険運営協議会

に対する諮問は、市側から特に条件をつけずにニュートラルな状態で国民

健康保険運営協議会でいろいろ協議してもらって答申してもらったという

ことであるが、そういう物価高騰と実質賃金の減少が２０２４年度にも予

想されるという兆候をつかんだら、２０２４年度の税率に関しては今回の

ように何も条件つけずにということではなく、むしろ市長の側からやはり

据置きでいこうという形で条件をつけて諮問することをやるべきではない

かと思う。積極的にそういったことについて動いていただきたいと思うが、

その点についてはいかがか。 

松下保険年金課長 保険税率の改定であるが、先ほどご説明させていただいたとおり国保

事業費納付金は年々上がってくる。令和５年度については据置きとさせて

いただいたが、仮に令和６年度の国保事業費納付金が、医療費が対前年で

３％伸びたと想定する金額になった場合、１７億８,０００万円の繰り入れ

が必要になってくる可能性もある中では、一般会計に与える影響や今国が

進めている法定外繰り入れの早期解消、保険料水準の統一、そういったも
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のと社会情勢もやはり踏まえなければいけないと考えているので、そちら

の両面を踏まえながら議論していく必要があろうかと思う。 

小林委員    今回の国民健康保険運営協議会の答申にあるように、物価高騰に伴う実

質賃金の減少で市民生活がかなり厳しいことを踏まえて据置きにしたので

あるから、市民生活の状況に着目するのであれば、２０２４年度になった

ときに物価がかなり下がったり実質賃金が上がったりすることがあれば別

であるが、そういうことがなければ、今言ったように納付金は上がってい

くし、それに伴って確かに今言われたように見込みとしては一般会計から

の赤字繰り入れをふやさなくてはいけないことがあるかもしれないが、市

民生活が窮乏していることに着目した対応をぜひ求めたいと思う。これを

要望して終わる。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ８番、多摩市健幸プロジェクトについて、市側の説明を求める。 

松下保険年金課長 それでは、多摩市健幸プロジェクトについてご説明をさせていただく。 

 まず健康プロジェクトの経緯であるが、一般社団法人多摩市医師会では、

日本医科大学多摩永山病院の医師と連携し、多摩市国民健康保険及び後期

高齢者医療保険の健診データを活用して、地域医療の発展を目的として多

摩市医師会プロジェクトという取り組みを推進している。こちらは心臓病、

腎臓病、それからフレイル等の解析を実施し、エビデンスの創出や疾病の

早期発見・予防に向けた取り組みを進めている状況である。 

 今後、従来の体制に多摩市、民間企業を加えた新たなプロジェクトを立

ち上げ、これまでの健診データのほかにＫＤＢ（国保データベース）突合

データを提供してさらに深掘りした分析を実施し、将来的には分析結果を

多摩市の施策に還元し、健幸まちづくりのさらなる発展を目指していくも

のである。 

 ２ページ目が、多摩市健幸プロジェクトにおける枠組みスキームと各役

割という形になっている。まず多摩市は、医師会への協力者として自治体

としてのニーズの提示や必要なデータの提供を行う。医師会と日本医科大
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学多摩永山病院では、データ分析の計画策定や分析の実施のプロジェクト

を主体となって行う。それからプロジェクト成果を多摩市の地域医療へ還

元していく。ベーリンガー社については、医師会や多摩市からの求めに応

じて生活習慣病領域における知見・ノウハウを提供する。インテージ社に

ついては、統計解析を実施する。マディア社・ＥＹ社については、プロジ

ェクト全体の運営サポートというような形になっている。 

 次のページであるが、体制及び協定についてである。まずプロジェクト

メンバーとしては、市は現在保険年金課が担当している。多摩市医師会で

は会長、副会長、２名の理事の先生、日本医科大学多摩永山病院について

は循環器内科、腎臓内科のお二人の先生にこのプロジェクトに加わってい

ただいている。株式会社インテージテクノスフィアは解析、日本ベーリン

ガーインゲルハイム株式会社については改善施策等の提案支援、ＥＹスト

ラテジーアンドコンサルティング株式会社、株式会社マディアについては、

先ほども申したが、全体のサポートというような形になっている。このプ

ロジェクトの連携協定ということで、多摩市、多摩市医師会、日本ベーリ

ンガーインゲルハイム株式会社と協定を締結する予定である。令和５年３

月２２日に協定式を行い、今後そのプロジェクトの具体的な取り組みを進

めていきたいと考えている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

しのづか委員  １点だけ。これは今後予算が必要になってくるようなものなのか。 

松下保険年金課長 こちらは市側に費用負担が発生しないような形になっている。 

小林委員    この説明資料であるが、これは庁内でいろいろ説明するときに使ってい

るものを今日の議会向けにも提供したということなのかもしれないが、例

えばフレイルなどはともかくとして、エビデンスの創出やＫＤＢ突合デー

タというのは誰が読むのを意識しているのか全然わからないが、一般向け

に出すとしたらまたもう一つ別にわかりやすい資料もつけることになるの

か。 

松下保険年金課長 ＫＤＢ突合データであるが、国保データベースシステムというのがあ

り、今回そちらのデータを活用していくところである。市民の方が見たと

きにもわかりやすいような資料づくりを心がけていきたいと考えている。 
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小林委員    ＫＤＢというのは国保データーベースの頭文字だと思うが、見ただけで

は全然わからない。やたらと外来語を使ってそのままにしておくのもいか

がなものかと思うので、ぜひ一般の人が見てもわかるものに変えるべきだ

と思う。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ９番、次期多摩市地域福祉計画の策定について、市側の説明を求める。 

松崎福祉総務課長 それでは、次期多摩市地域福祉計画の策定について、説明をさせてい

ただく。資料については、協議会資料９番が３点ある。説明資料と地域福

祉計画に関する資料、加えて概要版の３点を使ってご説明をさせていただ

く。 

 まず最初の資料をご覧願う。こちらで次期多摩市地域福祉計画の、計画

の位置づけを簡単に説明させていただく。地域福祉計画の策定については、

社会福祉法第１０７条において努力義務として規定されている。地域共生

社会の実現に向けて、地域福祉の推進、地域生活課題の解決に向けた施策

の設定や支援体制等を整備していくことを目的としている。これに基づい

て平成２８年に地域福祉計画を策定しているが、そちらの後期計画の終了

年を今年度迎えている。そのため、令和４年度に次期計画の策定を進めさ

せていただいた。 

 本計画に関しては、第五次多摩市総合計画・第３期基本計画に基づき、

障がい者基本計画・障害福祉計画・障がい児福祉計画、高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画、子ども・子育て支援事業計画などの個別計画を横

断的につなぐ役割を担っているところである。 

 ２番目の計画策定体制と策定の経緯である。こちらの計画策定に当たっ

ては、推進市民委員会、庁内関係課長で構成される庁内委員会で審議を進

めさせていただいた。 

 策定の経緯に示させていただいているが、両委員会に関しては、それぞ

れ全６回実施させていただいている。それ以前に、市民、地域の活動団体

に向けてアンケートも実施させていただいた。加えて、計画策定が進む中
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でパブリックコメントを実施してご意見等をいただき、そちらの意見も反

映させていただいているところである。 

 それを受けて、２ページ目の３番、計画概要の説明を簡単にさせていた

だく。こちらの計画であるが、基本理念を「誰もが認め合い 支え合う 

みんな笑顔で健幸なまち 多摩」とさせていただいた。本計画策定のため

に実施した市民アンケートでは、外出や地域、趣味の活動への参加機会が

減少したと感じる方が約８割、不安や悩み、地域の問題や課題を相談でき

る相手がいない方が約２割に上るということがアンケートから見えてきた

ところである。 

 また、地域で活動する団体の７割以上の方々がメンバーの高齢化を課題

として考えていることが明らかになった。こうした多摩市の現状を踏まえ、

年齢、性別、戸籍、障害の有無などに関わらず、誰もがつながり、認め合

い、支え合いながら、みんなが笑顔で、生き生きと暮らし続けられるまち

の実現を目指すというところでこちらの理念を掲げさせていただいている。 

 こちらの理念を推進していくために、地域づくりの視点として、３つの

視点、６つの基本施策を立てさせていただいた。その中での重点事項とし

て、地域活動・交流のきっかけづくり、重層的な支援体制づくりの推進、

「多摩市子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進する条例」の推進

と多様性の尊重を重点事項とさせていただいた。こういった柱に基づいて

地域福祉計画の策定をさせていただいている。 

 加えて、概要版の資料の説明をさせていただく。こちらの概要版につい

ては、多摩市の地域福祉に興味・関心を持っていただき、計画本文をぜひ

皆様に見ていただきたいという思いを込め、わかりやすい版として作成を

させていただいた。 

 概要版の２ページ目は、地域福祉、地域福祉計画、地域共生社会につい

て、読み手に伝わりやすいようにというところを意識させていただき、な

るべく平易な言葉で表記をさせていただいている。 

 ３ページ以降には、基本理念と地域づくりの３つの視点を掲載するとと

もに６つの基本施策から、概要、目指す地域像、目指す地域像の実現に向

けて市民の皆様ができることを抜粋して掲載させていただいたところであ
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る。 

 地域福祉計画の概要版、本体の計画をこのように策定させていただいた。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １０番、令和４年多摩市自殺者数（暫定値）について、市側の説明を求

める。 

松崎福祉総務課長 それでは、協議会資料１０番をご覧願う。こちらは令和４年多摩市自

殺者数（確定値）についてである。 

 まず最初に、訂正を入れさせていただきたいと思う。実際に市民の皆様

に公開されているタイトルであるが、確定値が定まる前に文書を作成させ

ていただいており、公表されているタイトルは多摩市自殺者数（暫定値）

という表記になっているが、改めてここで確定値として報告をさせていた

だく。 

 自殺者数の確定値については、冒頭書かせていただいているが、警察庁

の自殺統計に基づき、厚生労働省自殺対策推進室がホームページに掲載す

る「地域における自殺の基礎資料」において、令和４年の全国及び多摩市

の自殺者数の確定値が発表されたことから、この内容について報告をさせ

ていただく。 

 項目１番目の令和４年の自殺者数（確定値・１月～１２月）である。全

国であるが、合計２万１,８８１人という数字になっている。昨年より人

数が多くなっているところである。それを受けて、多摩市であるが、住居

地で合計人数２５人、男性１１人、女性１４人となっている。 

 項目２番で全国の状況の具体を説明させていただく。上の表の具体の内

容であるが、令和４年の自殺者数に関しては、先ほど申し上げたとおり２

万１,８８１人で、対前年比で８７４人増加となっている。こちら１年ぶ

りの増加というような状況である。新型コロナ流行前は１０年連続で自殺

者が減少しており、２０１９年には約２万人であったが、コロナ禍で１,

０００人以上ふえたまま高止まりをしているような状況である。 

 男女の増加幅としては、男性が対前年比８０７人の増、パーセントで言
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うと５.７％増、１３年ぶりの増加となっている。女性に関しては、対前

年比６７人増、０.９％の増加、こちらは３年連続増加となっている。 

 多摩市の状況である。多摩市の令和４年の自殺者数（住居地）について

は、先ほど申し上げたとおり総数２５人、男性１１人女性１４人、令和３

年の自殺者数と比較して、総数４人増、男性は４人減、女性が８人増とな

り、特に女性の自殺者が顕著に増加したような状況である。 

 年齢別で見ると５０歳代が一番多くなっており、その後２０歳代、４０

歳代と続いているところである。令和４年の５０歳代以上の割合が５２％

と半数以上を占めており、近年比較的中高年層の割合が高いような状況で

ある。ただ令和４年は年齢層が幅広くなっており、２０歳代の若年層の割

合が大きく上昇しているようなところである。 

 こちらの原因・動機についての状況であるが、健康問題が一番多くなっ

ており、次いで家庭問題、そして経済・生活問題というような状況になっ

ている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １１番、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」及び「住民

税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」について、市側の説明を求める。 

松崎福祉総務課長 それでは、協議会資料１１をご覧願う。こちら「電力・ガス・食料品

等価格高騰緊急支援給付金」及び「住民税非課税世帯等に対する臨時特別

給付金」について状況を報告するものである。 

 項目１番に関しては、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」

について、趣旨や支給対象、給付額を示させていただいている。一番下の

（５）の主な経過である。昨年１１月初旬からホームページ等で対象者の

概要を掲載した後、事務を進めさせていただき、初回１２月２６日に支給

を開始してから計５回ほど支給を実施させていただいている。受け付け自

体は１月３１日をもって終了とさせていただいている。現在、最終の支給

がおおむね完了するような状況である。 

 ２ページ目をご覧願う。各給付金の進捗状況についてである。（１）電
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力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の進捗状況であるが、非課税

世帯確認書・申請書の発送数は１万６,４００通となっている。そのうち、

申請を１万４,５５５世帯の方からいただき、支給決定数に関しては１万

４,２１３世帯となっている。 

 （２）令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の進捗状

況である。こちらは令和３年度に実施している（３）のときに対象となっ

ていなかった住民税非課税世帯の方々ということで、対象世帯数が小さく

なっている。非課税世帯確認書・申請書発送数が２,７６７世帯、こちらの

数の中には、未申告の方、令和３年度多摩市に転入する前に他市で支給を

受けていた可能性のある方を含めて通知を発送させていただいた。その結

果、申請数全体で２,２０３世帯、支給決定数に関しては１,８４６世帯と

いうことで、未申告の方や重複支給の方で不支給決定となっている方がお

られるような状況である。 

 （３）令和３年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の進捗状

況であるが、こちら全て手続を完了しており、全体の確認書の発送数は１

万６,２５０通、そのうち申請を受けた数は１万５,００５世帯、支給決定

数に関しては１万４,９３６世帯という状況である。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １２番、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」他の進捗

状況について、市側の説明を求める。 

松崎福祉総務課長 それでは、協議会資料１２番をご覧願う。新型コロナウイルス感染症

生活困窮者自立支援金他の進捗状況についてである。 

 １番目の「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」他の進捗

状況についてである。こちらに関しては、令和４年１２月をもって制度の

申請期限が終了しているところである。こちら申請受け付けを全て終了し、

その後の対応というところであるが、一般質問等でもお答えさせていただ

いているが、こちらの自立支援金は、新型コロナウイルス感染症に関する

特例貸し付けを終えた方々が対象となられている。そういった方々に関し
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て、制度の終了を迎えるに当たり、受給者の皆様方には貸し付けの償還免

除や猶予、しごと・くらしサポートステーションのご案内と手続を実施さ

せていただいている。 

 自立支援金の申請・支給数等の最終的な数字であるが、令和３年度申請

書受理件数は１４３件であった。令和４年度は６５件の新規の申請があっ

たところである。この制度は再支給の申請もできる仕組みとなっており、

令和３年度は申請受理件数４５世帯、令和４年度は７８世帯あったところ

である。こちらは今最終的な３月の３回目の支給手続を完了するべく、手

続を現在進めているところである。 

 ２ページ目をご覧願う。自立支援金の支給決定件数の内訳件数を令和３

年度と令和４年度、男女別、世代別での表とさせていただいている。特徴

としては、男性が世帯主というところもあり、申請としては男性の割合が

高くなっている。一番働く年齢層ということなのか、４０代の層の申請件

数が一番多くなっているところである。 

 続いて３ページ目をご覧願う。項目２番、しごと・くらしサポートステ

ーションの相談状況についてである。こちら２月１０日時点の数字である

が、新規の相談受付件数は令和２年度が一番多くなっているが、令和３年

度は減少し、令和４年度２月１０日時点で２１７件という数字になってい

る。 

 相談延べ件数については、こちら電話や面接、訪問、総計をまとめさせ

ていただいているが、住居確保給付金の相談よりも生活困窮に関する相談

割合が多くなっているところであり、令和４年度４月から１月までの相談

件数としては総計で２,９５２件の相談があったところである。令和３年

度に関しては年間総計で５,１６６件あったところで、若干ではあるが数

字が小さくなってきているところである。 

 続いて、４ページ目をご覧願う。月ごとの内容別新規相談件数を集計し

ているところである。こちら一番多くなっている相談に関しては、収入や

生活費に関すること、次いで家賃やローンの支払いのこと、そして仕事探

しや就職についてという、この相談の内容については令和３年度から令和

４年度で大きく変わっていないようなところである。 
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 続いて、５ページ目をご覧願う。住居確保給付金の申請件数である。こ

ちら令和３年度から４年度の１月分までの数で９１件となっているが、令

和４年度の４月から１月までの件数としては、２８人という数字になって

いる。 

 続いて、６ページ目をご覧願う。住居確保給付金支給決定件数の内訳で

ある。こちらは令和３年度、令和４年度、男女別かつ世代別で集計をさせ

ていただいている。傾向として、自立支援金と同様になるが、世帯主が男

性というところもあり、男性の割合が高くなっているが、世代としては令

和３年度３０代の方の申請が多かったところであるが、令和４年度は同じ

く３０代が多いものの、５０代の申請の方も同様に多くなっているような

状況が見えている。 

 ７ページ目である。多摩市社会福祉協議会で受け付けを実施していた特

例貸付（緊急小口資金、総合支援資金）に関し、申請が令和４年９月３０

日をもって終了しているところである。多摩市においての実績は、両貸し

付け合わせて相談件数が６,４９３件あったところである。申請としては、

緊急小口資金、総合支援資金合わせて３,９４６件あったところである。 

 続いて、８ページ目をご覧願う。こちらは参考として東京都が実施する

東京おこめクーポン事業についての情報提供である。こちら東京都の広報

に３月１日発行で記事掲載させていただいているが、国産米などの食品を

配布するということで、令和４年度の住民税非課税世帯と家計急変世帯、

「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の対象世帯の皆様方が

対象となっている。東京都に、私ども市から情報提供をさせていただき、

東京都からその対象世帯に４月末までに順次クーポンを郵送するような流

れになっている。 

 内容としては、９ページ目に掲載させていただいているが、幾つかコー

スがあり、対象世帯の方々がご自分のご希望のコースをお選びいただくよ

うな内容となっている。多摩市でも、３月２０日号のたま広報にこの情報

を掲載させていただいているところである。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １３番、多摩市障がい者基本計画等の策定スケジュール等について、市

側の説明を求める。 

平松障害福祉課長 資料１３をご覧願う。多摩市障がい者基本計画等の策定スケジュール

等についてである。現在の多摩市障がい者基本計画、多摩市障害福祉計画・

障がい児福祉計画が令和５年度までの策定期間となっているので、令和５

年度中に次期計画を策定する予定である。 

 計画の概要としては、障がい者基本計画が障害者基本法に基づく本市に

おける障害福祉施策の基本的な方向性を示すものとなる。第７期多摩市障

害福祉計画・第３期多摩市障がい児福祉計画については、それぞれ障害者

総合支援法、児童福祉法に基づいて国の基本指針に即し障害福祉サービス

等の提供体制を確保するために策定するものである。 

 計画期間については、障がい者基本計画の期間はこれまで同様に６年間

と考えている。第７期多摩市障害福祉計画・第３期多摩市障がい児福祉計

画の期間であるが、これまで３年間としてきたが、国の基本方針の改正に

より柔軟な期間設定が可能となる見込みであるので、今後この期間変更が

必要なのか検討していきたいと考えている。 

 次のページ、３、策定体制・策定スケジュールについてである。計画の

策定に当たっては、多摩市障がい者生活実態調査と計画策定に係る事業所

アンケートを実施して基礎資料としていきたいと考えている。計画案の検

討に当たっては、計画の着実な推進の観点から、新たに計画策定市民委員

会を設置するのではなく、これまでも計画の進捗状況の評価を行ってきた

地域自立支援協議会を、従来３回行っているところを８回に増加させて協

議を進める予定となっている。また、地域自立支援協議会の委員数につい

ては、より多くの障がいのある方からの意見を反映するため、当事者の委

員をこの機会に３名増員する予定にしている。その他権利擁護専門部会等

でも当事者・支援者の方の意見を聞きながら進めていきたいと考えている。 

 スケジュール案については、５月頃から地域自立支援協議会での協議を

開始し、６月に障がい者生活実態調査の実施、やはり６月に計画策定に係

る事業所アンケートの実施を行い、協議会等での議論を進めて１２月に経
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営会議にて素案を決定し、パブリックコメントを１月に実施、３月に原案

を決定ということで進めたいと考えている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

しのづか委員  地域自立支援協議会の委員について、今度障がい当事者を３名追加する

となっているが、これより多くのということであるが、障害の種別をもう

少し細分化するという意味合いでよいのか。 

平松障害福祉課長 地域自立支援協議会については、現在も当事者の方が入っている。精

神の方や身体の障がいで入っているところではあるが、様々な障害種別が

あり、それぞれの方の特性が違うというところから、議員言われるように

障害の種別をふやすところである。先日の地域自立支援協議会では視覚や

聴覚の方が入っていないのではないかという意見をいただいているので、

そういったところを中心に検討を進めて調整を図っていきたいと思ってい

る。 

しのづか委員  今、障害福祉課長が言われたように、障害といってもそれぞれ違う立場、

違う状況があるので、できる限り広い範囲でこういった意見を聞く機会を

つくっていただきたいと思う。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １４番、令和５年度 多摩市における障がい者就労施設等からの物品等

の調達の推進を図るための方針について市側の説明を求める。 

平松障害福祉課長 資料１４をご覧願う。令和５年度 多摩市における障がい者就労施設

等からの物品等の調達の推進を図るための方針である。 

 はじめにの趣旨のところであるが、障害者優先調達推進法に基づき、令

和５年度における障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るた

めの方針を定め公表するというものになる。１番のはじめにと、１ページ

目下の２番、多摩市における調達方針については、特に昨年と大きく変わ

りがないので説明は省かせていただく。 

 ２ページ目、３、令和５年度の障がい者就労施設等からの物品等の調達

目標のところから見ていただければと思う。まず調達目標としては、物品
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を６案件、役務・業務委託を９案件としている。 

 ４番の令和５年度における重点的な取り組み予定事項である。まずは優

先調達案件の掘り起こしである。予算編成時や事業開始時において、障が

い者就労施設等における受注可能条件の確認・調整や業務の切り出しを所

管の方にも考えていただいているところであるが、我々も相談に乗りなが

ら考えていきたいところである。特に新規事業として挙がっている案件に

ついては、早期に協議を進め、さらなる調達の推進につなげていきたいと

考えている。 

 また、市役所内での障がい者就労施設等に対する業務発注内容等に関す

るニーズを把握しながら、結果を「たまげんき」にフィードバック・共有

することで取り組みを推進していきたいと考えている。令和２年６月に「多

摩市気候非常事態宣言」を宣言した当市では、地球温暖化対策に向けた取

り組みが進められているので、そうした環境保全に係る取り組みといった

新規事業が見込まれる分野については、優先調達につながる案件を調整・

検討していきたいと考えている。 

 次に、職員への理解啓発等である。物品の調達の推進を図るには各部署

へ啓発理解が必要であると考えており、昨年度末に、市民向けに障がい者

就労施設等の販売品や活動内容をＰＲするリーフレット、各施設における

仕事内容等の紹介動画をつくっているので、そうしたものを活用し、障害

への理解研修等も行いながら職員への意識づけ等を行っていきたいと考え

ている。令和４年度においては、所管課によって「たまげんき」と協議・

検討を進めていただき、「長寿を共に祝う会」で、環境保全に向けた取り

組みの一環としてアクリルたわしの作成を優先調達案件としていただいた

ので、こうした好事例なども共有しながら進めていきたいと考えている。 

 ３、収益の場の提供である。新型コロナウイルス感染拡大の影響によっ

て事業収入が減少している障がい者就労施設等への支援の一環として、議

員の皆様に大変お世話になっている「たまげんきお弁当フェスティバル」

を開催してきた。１２月にはフードロス解消とも絡んでアルファ米等を使

ったメニューとして皆さんに買っていただいたところである。こういった

ところにも引き続き取り組み検討しながら進めていきたいと考えている。 
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 また、令和４年度においては、市制施行５０周年記念イベントでも各施

設が飲食物や自主製品の販売を行ったところであるので、こうした取り組

みを継続していくことで事業活動を支援し、障がい者の工賃向上につなげ

ていきたいと考えている。 

 次のページ、民間事業者へのＰＲである。市からの業務発注や収益の場

の提供だけではなく、民間事業者等からの依頼を受け事業活動を行えるよ

う必要なマッチング支援を行っていく必要があると考えており、様々な相

談・調整を行っているところである。令和４年度においては、民間事業者

が市内で開催するイベント、例えばスポーツイベントでの出店調整をさせ

ていただいたり、民間事業者から業務依頼に関する受注調整の相談もあっ

たので、こうした支援を行いながら相互のマッチングを進めていきたいと

考えている。併せて、「ぱらあーと（障がい者美術作品展）」といった市が

主催するイベント等、障害理解を深める機会を活用しながら、こうした就

労施設等の活動内容を周知し、理解促進を行っていくことで、マッチング

機会の拡大を図っていきたいと考えている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １５番、（仮称）多摩市手話言語条例の策定について、市側の説明を求

める。 

平松障害福祉課長 資料１５になる。（仮称）多摩市手話言語条例の策定についてである。 

 まず概要であるが、手話を言語として明示した障害者の権利に関する条

約、障害者基本法に基づく手話に対する理解の促進、手話を使用しやすい

環境づくりに関する基本理念を定め、市の責務、市民、事業者の役割を明

らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、障

害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが暮らしやすい共生社会

の実現を目的として、令和６年度中の制定を目指し、（仮称）多摩市手話

言語条例の策定検討を進めていきたいと考えている。策定に当たっては、

市民アンケートやパブリックコメント、また検討委員会等での検討を行い

ながら進めていきたいと考えている。 
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 （仮称）多摩市手話言語条例検討委員会であるが、こちらの構成につい

ては、現在のところ学識経験者の方１名、当事者（聴覚障がい者の方）２

名を聴覚障害者協会等から出していただき、あと関係団体３名というとこ

ろで社会福祉協議会、手話通訳者、手話サークル等を想定している。あと

公募市民２名で構成していきたいと考えている。 

 他市での制定状況としては、直近では東京都（令和４年９月制定）を含

む都内１８自治体が制定済みとなっている。 

 今後のスケジュールであるが、まず令和５年度については、１０月頃か

ら手話言語条例検討委員会の開催を２回程度行い、市民アンケートが１２

月～１月頃、令和６年度については、手話言語条例検討委員会を６月、８

月、１１月に行い、議会の常任委員会にも報告させていただき、９月頃に

パブリックコメントを実施していきたいと考えている。その後１２月に議

会に上程し、１月条例制定を目指していきたいと考えているところである。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

あらたに委員  当事者の方を含めて会議を開くということであるが、手話通訳者の方が

入って会議を進めていくのか、どういう形でこの会議を進めていこうとさ

れているのかをお聞かせいただきたい。 

平松障害福祉課長 会議の運営については、情報保障というところがあるので、先ほどの

関係団体として参加の方は別として、手話通訳等をきちんと配置して議論

を深めていきたいと考えている。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １６番、ボッチャ２０２３ＴＡＭＡカップ開催について、市側の説明を

求める。 

平松障害福祉課長 資料は１６になる。ボッチャ２０２３ＴＡＭＡカップの開催について

情報提供させていただきたいと考えている。 

 楽しく、奥深いユニバーサルスポーツを通じた共生社会の実現というこ

とで、パラスポーツであるボッチャを通じた、楽しみながらお互いの違い

を知る取り組みを２０１８年から、地域・学校・大学・福祉・スポーツ・
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企業・行政が連携して進めているところである。市民が中心となった実行

委員会により、２０２０年に大会を開催する予定で準備をしていたところ

である。２０１９年のプレ大会まで行ったが、本大会についてはコロナウ

イルス感染拡大の影響により延期となっていたところである。 

 ２０２１年から再開の検討を開始し、昨年企業と連携した体験会を聖蹟

桜ヶ丘ショッピングセンターで行った。こうした状況を踏まえ、２０２３

年６月４日にボッチャ２０２３ＴＡＭＡカップを開催したいと考えている。

「楽しみながら一緒に戦うことでお互いの違いを知る」「地域・学校・大学・

福祉・スポーツ・企業・行政の連携で実施」「多摩市のパラリンピックのレ

ガシー」を柱として、大会の趣旨にご賛同いただいた多くの企業の協賛を

得て、多摩市ならではの取り組みとして実施していきたいと考えている。 

 下のボッチャ２０２３ＴＡＭＡカップであるが、開催日時は先ほどお伝

えした令和５年６月４日。予定では９時～１７時頃という形になっている。

対象者は、多摩市民または富士見町民を代表者とする３～５名のチームで、

４０チームほどの大会規模で、総合体育館で開催したい。主催はボッチャ

２０２３ＴＡＭＡカップ実行委員会となる。現在もエントリー期間中であ

り、４月２０日までのエントリーとなっている。優勝メダル等は都立多摩

桜の丘学園の生徒に作っていただいて授与していくことを考えている。 

 この実行委員会であるが、多摩市青少年問題協議会聖ヶ丘・連光寺地区

委員会、国士舘大学、多摩市社会福祉協議会、児童館、東京多摩ロータリ

ークラブ、多摩市スポーツ推進委員協議会、インクルスポーツクラブ多摩

が中心となり、事務局を多摩市の関係課で担っている。 

 協賛については、下に書いてあるご賛同いただいた多くの企業に協賛を

いただく予定である。 

 ２ページ目のところも少しご紹介させていただきたいが、これまでの取

り組みとして、ボッチャセットの貸与については、トヨタ西東京カローラ

株式会社（現トヨタＳ＆Ｄフリート西東京株式会社）から１０セット貸与

いただき、体験会をこれまでも市民向けのもの、企業向けのボッチャカフ

ェで実施してきたところである。ポスターのイラスト作成は、２０１９年

に鶴牧中学校の生徒にご協力いただいた。プレ大会を２０１９年１０月１
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９日に開催したところである。 

 参考として、ポスターを資料としてつけさせていただいており、今回こ

こで多くの参加チームの方にエントリーをいただきたいことと、観客とし

て多くの方に当日大会を見に来ていただきたいということで周知を進め、

実施していきたいと考えている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 次に、１７番、２年間のテーマへの取り組みについてに入る。 

 健康福祉常任会では、令和３年第２回定例会中の委員会において、多摩

市障がい者への差別をなくし共に安心して暮らすことのできるまちづくり

条例が制定されたことで市民生活にどのような影響があったかを調査し、

今後の施策展開に生かすことを目的に、多摩市障がい者への差別をなくし

ともに安心して暮らすことのできるまちづくり条例についてを２年間の研

究テーマとした。 

 本会議で活動報告するためには、この２年間のテーマを所管事務調査に

位置づける必要があるが、新型コロナウイルスの感染状況により当事者の

皆さんに直接お話を伺うことは難しく、目的にある市民生活にどのような

影響があったかの調査を委員会として行うことが困難であったため、所管

事務調査への位置づけは見送ることにした。 

 そのような中で、活動としては、令和３年第４回定例会から令和４年第

４回定例会まで、定例会ごとに計５回、所管課から多摩市障がい者差別解

消条例に関する取り組みについて報告をいただき、個々の議員活動で把握

している市民の意見や所管に届いている当事者の声を市の取り組みに生か

せるよう、市側と意見交換を行った。 

 また、令和４年１０月には、障がい者差別解消条例の施行先進自治体で

ある立川市への行政視察を行った。立川市では、障がいは個人ではなく地

域社会全体の問題であるという考えのもと、「立川市障害のある人もない

人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」を障がいの有無に関わらず誰に

とっても有益なものと位置づけ、様々な啓発事業を行っていた。それぞれ
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の事業に障がいのある人ない人両方の立場からの視点が生かされており、

今後の多摩市の障害福祉施策を議論する上で大いに参考とすべき視察とな

った。この視察の内容をまとめた行政視察報告書は、定例会最終日に配付

される予定である。 

 今回の調査や意見交換など、多摩市障がい者への差別をなくし共に安心

して暮らすことのできるまちづくり条例の具現化に向けた今後の市の事業

展開に生かしていただければと思う。 

 以上、２年間のテーマへの取り組みについての報告を終わる。 

 以上で協議会を終了する。 

（協議会終了） 

                ──────────────― 

                  午後 ２時２５分 再開 

きりき委員長  休憩前に引き続き会議を開く。 

 委員会を再開する。 

 以上で本日の日程はすべて終了した。 

 これをもって健康福祉常任委員会を閉会する。 

                  午後 ２時２５分 閉会 
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